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２限度額適用認定証更新手続きが必要です

１２花とみどりでまちに彩りを

６・７ 子育て新事業をスタート

１１～８ お知らせコーナー

もくじ

７月１５日号

平
成
２７
年
第
２
回
定
例
会
に

お
い
て
、「
ラ
グ
ビ
ー
の
ま
ち
東

大
阪
基
金
条
例
」が
可
決
さ
れ
、

６
月
２９
日
に
施
行
し
ま
し
た
。

ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ

２
０
１
９
の
花
園
開
催
を
成
功

さ
せ
る
た
め
に
は
、
市
花
園
ラ

グ
ビ
ー
場
の
観
客
席
の
改
修
、

大
型
映
像
装
置
や
照
明
柱
の
設

置
な
ど
の
整
備
が
必
要
で
す
。

こ
の
条
例
は
、
市
民
や
全
国

の
ラ
グ
ビ
ー
フ
ァ
ン
か
ら
い
た

だ
い
た
寄
付
金
を
大
会
成
功
や

ラ
グ
ビ
ー
の
ま
ち
東
大
阪
の
魅

力
発
信
の
た
め
に
あ
て
る
こ
と

を
明
確
に
し
、
ご
協
力
い
た
だ

い
た
皆
さ
ん
の
想
い
を
し
っ
か

り
と
し
た
形
に
す
る
こ
と
を
目

的
に
し
て
い
ま
す
。

市
花
園
ラ
グ
ビ
ー
場
を
中
心

と
し
た
地
域
の
活
性
化
や
経
済

の
発
展
へ
向
け
て
、
ラ
グ
ビ
ー

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
２
０
１
９
の

花
園
で
の
開
催
を
大
い
に
盛
り

上
げ
、
東
大
阪
市
民
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
全
国
の
皆
さ
ん
の

想
い
が
つ
ま
っ
た
「
東
大
阪
市

花
園
ラ
グ
ビ
ー
場
」
に
し
て
い

き
ま
す
。

寄
付
金
の
受
付
方
法
な
ど
、

詳
し
く
は
決
定
次
第
、
市
政
だ

よ
り
や
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
フ

ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
な
ど
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

�問
花
園
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド

カ
ッ
プ
２
０
１
９
推
進
室

０
６（
４
３
０
９
）３
０
２
０
、

�
０
６（
４
３
０
９
）３
８
４
７

平平
成成
２２７７
年年
第第
２２
回回
定定
例例
会会
にに
おお
いい
てて
、、「「
ララ

ググ
ビビ
ーー
のの
まま
ちち
東東
大大
阪阪
基基
金金
条条
例例
」」
がが
可可
決決

ささ
れれ
まま
しし
たた
。。

ここ
のの
基基
金金
はは
、、
ララ
ググ
ビビ
ーー
ワワ
ーー
ルル
ドド
カカ
ッッ

ププ
２２
００
１１
９９
のの
成成
功功
とと
ララ
ググ
ビビ
ーー
のの
まま
ちち
東東

大大
阪阪
のの
推推
進進
にに
かか
かか
るる
費費
用用
にに
使使
用用
しし
てて
いい

きき
まま
すす
。。
たた
くく
ささ
んん
のの
方方
のの
協協
力力
をを
おお
願願
いい

しし
まま
すす
。。

たたくくささんんのの想想いいががつつままっったた
花花園園ララググビビーー場場にに

第第
２２
回回
定定
例例
会会
かか
らら
クク
ーー
ルル
ビビ
ズズ
スス
タタ
イイ
ルル
でで
のの
出出
席席

がが
議議
会会
にに
認認
めめ
らら
れれ
、、
ララ
ググ
ビビ
ーー
ワワ
ーー
ルル
ドド
カカ
ッッ
ププ
２２
００

１１
９９
花花
園園
開開
催催
決決
定定
とと
ララ
ググ
ビビ
ーー
のの
まま
ちち
東東
大大
阪阪
をを
ＰＰ
ＲＲ

そそ
ろろ

しし
よよ
うう
とと
、、
野野
田田
市市
長長
とと
職職
員員
らら
がが
揃揃
いい
のの
ララ
ガガ
ーー
シシ
ャャ

ツツ
をを
着着
用用
しし
てて
本本
会会
議議
にに
出出
席席
しし
まま
しし
たた
。。

市市議議会会ももララガガーーシシャャツツでで

昭
和
４２
年
の
開
館
以
来
、
市
の

文
化
芸
術
活
動
の
拠
点
と
し
て
親

し
ま
れ
て
き
た
市
民
会
館
の
閉
館

記
念
イ
ベ
ン
ト
が
６
月
２８

日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

イ
ベ
ン
ト
に
は
、「
サ
ク

ラ
サ
ク
」
や
「
利
休
に
た

ず
ね
よ
」
な
ど
の
作
品
で

知
ら
れ
る
映
画
監
督
の
田

中
光
敏
さ
ん
も
登
場
。
野

田
市
長
と
の
ト
ー
ク
シ
ョ

ー
や
講
演
「
映
画
創
り
か

ら
見
え
て
く
る
思
い
や
り

の
心
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
市
文
化
連
盟
の
皆
さ
ん

が
、長
き
に
わ
た
っ
て
慣
れ
親
し
ん

だ
市
民
会
館
の
舞
台

で
最
後
に
ふ
さ
わ
し

い
合
唱
や
踊
り
な
ど

を
披
露
し
ま
し
た
。

終
わ
り
に
、
４８
年

間
の
感
謝
を
込
め
て

全
員
で
「
蛍
の
光
」

を
合
唱
し
、
市
民
会

館
に
別
れ
を
告
げ
ま

し
た
（
写
真
）。

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
仕

様
の
ご
当
地
マ
ン
ホ
ー

ル
蓋
が
こ
の
ほ
ど
新
し

く
誕
生
し
ま
し
た
（
写

真
）。市で

は
、
こ
れ
ま
で

に
ラ
グ
ビ
ー
の
ま
ち
東

大
阪
を
市
内
外
に
ア
ピ

ー
ル
し
、
下
水
道
事
業

に
親
し
み
を
も
っ
て
も

ら
お
う
と
「
高
校
生
ラ

ガ
ー
」
を
モ
チ
ー
フ
に

し
た
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
を

市
花
園
ラ
グ
ビ
ー
場
周

辺
に
約
１
７
０
０
個
設

置
し
て
き
ま
し
た
。
今

回
、
花
園
開
催
決
定
を

契
機
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

た
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
に
は

「
Ｒ
Ｕ
Ｇ
Ｂ
Ｙ

Ｗ
Ｏ
Ｒ

Ｌ
Ｄ

Ｃ
Ｕ
Ｐ

２
０
１

９
」
の
文
字
が
新
し
く

入
っ
て
い
ま
す
。

７
月
１
日
に

は
、
新
デ
ザ
イ
ン

の
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋

の
お
披
露
目
会
が

行
わ
れ
、
野
田
市

長
は
「
マ
ン
ホ
ー

ル
が
ワ
ー
ル
ド
カ

ッ
プ
仕
様
に
な
っ

た
こ
と
で
、
花
園
を
足

も
と
か
ら
も
盛
り
上
げ

て
い
き
ま
す
」
と
話
し

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
の
日
は
マ
ン
ホ
ー
ル

蓋
第
１
号
が
、
市
役
所

東
側
に
取
り
付
け
ら
れ

ま
し
た
。

今
後
こ
の
マ
ン
ホ
ー

ル
蓋
は
、
近
鉄
東
花
園

駅
の
駅
前
広
場
や
同
駅

か
ら
市
花
園
ラ
グ
ビ
ー

場
ま
で
の
「
ス
ク
ラ
ム

ロ
ー
ド
」
な
ど
に
順
次

設
置
し
て
い
き
ま
す
。
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さ
よ
う
な
ら
、
市
民
会
館

閉
館
イ
ベ
ン
ト
を
盛
大
に
開
催

ご当地マンホール蓋で

花園開催をＰＲ

ラ
グ
ビ
ー
の
ま
ち
東
大
阪
基
金
を
設
置

ララ
ググ
ビビ
ーー
のの
まま
ちち
東東
大大
阪阪
基基
金金
をを
設設
置置

マンションの上層階でも泥棒は侵入してきます。ベランダ側の施錠を怠らないようにしましょう ―東大阪市治安対策本部―

記
号
の
見
方
は
８
面
に
掲
載



国
民
健
康
保
険
料
の

納
期
限
は
毎
月
末
で
す
。

必
ず
納
期
限
ま
で
に
納

め
て
く
だ
さ
い
。

事
業
の
休
廃
業
や
失

業
な
ど
特
別
な
理
由
で

保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
方
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
減
免（
減
額
）

が
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

保
険
料
の
減
免
（
減

額
）申
請
を
す
る
に
は
、

１８
歳
以
上
の
国
民
健
康

保
険
加
入
者
全
員
が
平

成
２７
年
度
（
平
成
２６
年

中
）
の
所
得
申
告
を
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。保

険
料
の
減
免
（
減

額
）
申
請
や
所
得
申
告

は
、
医
療
保
険
室
保
険

料
課
ま
た
は
行
政
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
手
続

き
し
て
く
だ
さ
い
。

�問
医
療
保
険
室
保
険

料
課

０
６
（
４
３

０
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医
療
機
関
の
窓
口
で
の

支
払
い
が
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
と
な
る
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」（
市
民
税
非

課
税
世
帯
の
方
は
入
院
時

の
食
事
療
養
費
も
減
額
）

の
有
効
期
限
は
７
月
３１
日

�
で
す
。
引
き
続
き
交
付

を
受
け
る
た
め
に
は
、
改

め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

現
在
お
持
ち
の
「
限
度

額
適
用
認
定
証
」
と
印
鑑

を
持
っ
て
、
医
療
保
険
室

資
格
給
付
課
ま
た
は
行
政

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
た

だ
し
、
保
険
料
の
滞
納
が

あ
る
と
交
付
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
市
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
が
９０
日
を
超
え

る
入
院
を
し
た
場
合
は
、

入
院
日
数
の
わ
か
る
領
収

書
を
添
え
て
再
度
申
請
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
は
申
請
日
の
属
す

る
月
の
１
日
か
ら
の
適
用

と
な
り
ま
す
の
で
、
継
続

し
て
入
院
す
る
場
合
は
必

ず
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

７０
歳
未
満
の
方

��
後
期
高
齢
者

医
療
の
方
を
除
く
��

全
世
帯
を
対
象
に
「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
を
申

請
に
よ
り
交
付
し
ま
す
。

市
民
税
非
課
税
世
帯
の

方
は
、
入
院
時
の
食
事
療

養
費
も
減
額
し
ま
す
。

７０
歳
〜
７４
歳
の
方

��
後
期
高
齢
者

医
療
の
方
を
除
く
��

７０
歳
〜
７４
歳
の
市
民
税

非
課
税
世
帯
の
方
を
対
象

に
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
を

申
請
に
よ
り
交
付
し
ま
す
。

市
民
税
非
課
税
世
帯
以

外
の
方
は
、
高
齢
受
給
者

証
と
被
保
険
者
証
を
提
示

す
る
と
入
院
時
の
一
部
負

担
金
が
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
と
な
り
ま
す
の
で
、

申
請
は
不
要
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
の
方

有
効
期
限
が
７
月
３１
日

�
の
後
期
高
齢
者
医
療「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
を
お
持
ち

の
方
で
、
８
月
以
降
も
引

き
続
き
対
象
と
な
る
方（
市

民
税
非
課
税
世
帯
の
方
）

は
、
申
請
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
新
た
に
交
付

を
希
望
す
る
方
は
申
請
が

必
要
で
す
。

◇

◇

�問
医
療
保
険
室
資
格
給

付
課

０
６（
４
３
０
９
）

３
１
６
７
、�
０
６（
４
３

０
９
）
３
８
０
４

後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
新
し
い
被
保
険
者

証
を
７
月
上
旬
に
簡
易

書
留
郵
便
で
送
付
し
ま

し
た
。被
保
険
者
証
は
、

配
達
す
る
家
庭
に
い
る

方
に
直
接
手
渡
し
ま
す

（
要
受
領
印
）。
不
在
の

場
合
は
、
郵
便
局
に
７

日
間
程
度
保
管
さ
れ
、

そ
れ
以
降
は
市
役
所
に

差
し
戻
さ
れ
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
証
が
届
い

た
ら
、
住
所
、
氏
名
な

ど
に
誤
り
が
な
い
か
を

確
か
め
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
古
い
被
保
険
者

証
は
市
役
所
に
返
却
し

て
く
だ
さ
い
。

【
負
担
割
合
の
判
定
】

後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
一
部
負
担
金
の
割

合（
１
割
ま
た
は
３
割
）

お
よ
び
高
額
医
療
費
の

自
己
負
担
限
度
額
の
負

担
区
分
は
、
今
年
７
月

ま
で
は
平
成
２５
年
中
の

所
得
で
判
定
し
、
今
年

８
月
か
ら
来
年
７
月
ま

で
は
平
成
２６
年
中
の
所

得
で
判
定
し
ま
す
。

一
部
負
担
金
の
割
合

は
、
同
一
世
帯
内
の
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
の
所
得
だ
け
で
判
定

し
ま
す
。
そ
の
中
に
１

人
で
も
平
成
２７
年
度
の

地
方
税
法
上
の
各
種
所

得
控
除
後
の
所
得
（
課

税
標
準
額
）
が
１
４
５

万
円
以
上
あ
る
場
合
は
、

３
割
に
な
り
ま
す
。

【
基
準
収
入
額
適
用

申
請
で
負
担
割
合
を
１

割
に
】

負
担
割
合
が
３
割
の

方
で
、
次
の
要
件
に
該

当
す
る
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
認
め
ら
れ
る
と
、

負
担
割
合
が
３
割
か
ら

１
割
に
な
り
ま
す
。

▽
同
一
世
帯
内
に
被

保
険
者
が
１
人
の
場
合

�
総
収
入
額
が
３
８
３

万
円
未
満

▽
同
一
世
帯
内
に
被

保
険
者
が
２
人
以
上
の

場
合
�
総
収
入
額
が
５

２
０
万
円
未
満

▽
同
一
世
帯
内
に
被

保
険
者
が
１
人
で
、
か

つ
同
一
世
帯
内
に
７０
歳

以
上
７５
歳
未
満
の
方
が

い
る
場
合
�
総
収
入
額

が
５
２
０
万
円
未
満

◇

◇

�問
医
療
保
険
室
資
格

給
付
課

０
６
（
４
３

０
９
）
３
１
６
７
、
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０
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８

０
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�
�
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後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
額
決
定
通
知
書
を
７
月

１５
日
に
発
送
し
ま
す
。

す
で
に
４
月
支
給
の
年

金
か
ら
仮
算
定
に
よ
り
特

別
徴
収
を
し
て
い
る
方
に

は
、
平
成
２６
年
中
の
所
得

に
よ
っ
て
再
計
算
（
本
算

定
）
し
、
１０
月
以
降
の
年

金
か
ら
特
別
徴
収
す
る
額

を
通
知
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、普
通
徴
収
の
方
に

は
、平
成
２６
年
中
の
所
得
に

よ
っ
て
計
算
し
た
保
険
料

額
を
通
知
し
て
い
ま
す
。７

月
か
ら
来
年
３
月
ま
で
の

計
９
回
を
納
期
限
ま
で
に

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

な
ど
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

【
納
付
方
法
を
口
座
振

替
に
変
更
で
き
ま
す
】

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
を
年
金
か
ら
特
別
徴
収

で
納
め
て
い
る
方
は
、
口

座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す
。

納
付
方
法
の
変
更
は
、

保
険
料
額
決
定
通
知
書
、

預
貯
金
通
帳
、
通
帳
印
を

持
っ
て
、
金
融
機
関
や
郵

便
局
な
ど
で
口
座
振
替
依

頼
の
手
続
き
の
う
え
、
口

座
振
替
依
頼
書（
本
人
控
）

を
医
療
保
険
室
保
険
料
課

ま
た
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
へ
持
参
し
て
手
続

き
し
て
く
だ
さ
い
。

【
ペ
イ
ジ
ー
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
】

市
役
所
本
庁
舎
２
階
医

療
保
険
室
保
険
料
課
と
行

政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
窓

口
に
設
置
し
て
い
る
専
用

端
末
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
を
通
し
、暗
証
番
号
を
入

力
す
る
だ
け
で
口
座
振
替

の
手
続
き
が
完
了
す
る「
ペ

イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ

ー
ビ
ス
」を
始
め
ま
し
た
。

届
出
印
の
押
印
が
不
要
で
、

従
来
の
依
頼
書
に
よ
る
申

込
み
よ
り
も
口
座
振
替
開

始
ま
で
の
時
間
が
短
縮
で

き
ま
す
。
申
込
者
の
運
転

免
許
証
、
保
険
証
な
ど
の

本
人
確
認
書
類
と
金
融
機

関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
利

用
可
能
金
融
機
関
に
つ
い

て
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◇

◇

�問
医
療
保
険
室
保
険
料

課

０
６
（
４
３
０
９
）

３
１
６
８
、�
０
６（
４
３

０
９
）
３
８
０
７

オ２４，６００円３５，４００円市民税非課税世帯

７０
歳
未
満
の
方
（
後
期
高
齢
者
医
療

除
く
）

エ４４，４００円５７，６００円
旧ただし書所得（※１）
２１０万円以下

ウ４４，４００円
８０，１００円＋（医療費の総
額―２６７，０００円）×１％

旧ただし書所得（※１）
２１０万円～６００万円以下

イ９３，０００円
１６７，４００円＋（医療費の総
額―５５８，０００円）×１％

旧ただし書所得（※１）
６００万円～９０１万円以下

ア１４０，１００円
２５２，６００円＋（医療費の総
額―８４２，０００円）×１％

旧ただし書所得（※１）
９０１万円超

適用
区分

自己負担限度額
（過去１年間のう
ち４回目以降）

自己負担限度額（過去１
年間のうち３回目まで）

自己負担限度額表

※１ 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額（３３万円）を差し引いた額
※２ 現役並み所得者とは、課税所得が１４５万円以上かつ、収入が高齢者単独世帯で年

収３８３万円以上、高齢者複数世帯で年収５２０万円以上の方
※３ 低所得者�は、世帯員全員が市民税非課税である世帯の方
※４ 低所得者�は、本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引い

たときに各所得がいずれも０円の方（年金の所得は控除額を８０万円として計算）
※５ 過去１年間の４回目以降は４４，４００円

�１５，０００円

８，０００円
低所得者�
（※４）

市民税
非課税
世帯

７０
歳
か
ら
７４
歳
ま
で
の
方（
後

期
高
齢
者
医
療
除
く
） �２４，６００円

低所得者�
（※３）

発行
なし

４４，４００円１２，０００円一 般

８０，１００円＋（医療費の総額
―２６７，０００円）×１％（※５）

４４，４００円現役並み所得者（※２）

適用
区分外来＋入院〈世帯単位〉外来〈個人単位〉

自己負担限度額

国 保

保
険
料
は
納
期
限
ま
で
に

納
付
が
困
難
な
方
は
相
談
を

限度額適用認定証国民健康保険

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降はははははははははははははははははははは更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続ききききききききききききききききききききがががががががががががががががががががが必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要

後期高齢者
医療保険

７
月
上
旬
に
送
付

新
し
い
被
保
険
者
証

保険料額
決定通知書を送付

後期高齢者医療保険

東 大 阪 市 政 だ よ り （２）平成２７年７月１５日



老
人
医
療
（
一
部
負
担

金
相
当
額
等
一
部
助
成
）

医
療
証
は
、
８
月
１
日
か

ら
新
し
く
な
り
ま
す
。
引

き
続
き
対
象
と
な
る
方
へ

は
、
新
し
い
医
療
証
（
写

真
・
空
色
）
を
７
月
中
旬

に
送
付
し
ま
す
。
な
お
、

古
い
医
療
証（
黄
色
）は
、

８
月
１
日
以
降
に
医
療
助

成
課
ま
た
は
行
政
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
へ
返
却
し
て

く
だ
さ
い
（
郵
送
可
）。

老
人
医
療（
一
部
助
成
）

医
療
証
は
、健
康
保
険
被
保

険
者
証
な
ど
と
同
時
に
医

療
機
関
へ
提
示
す
る
と
、保

険
診
療
の
自
己
負
担
額（
１

割
〜
３
割
）
の
一
部
助
成

が
受
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。

対
象
は
、
６５
歳
以
上
で

次
の
�
〜
�
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
本
人
の
平
成

２７
年
度
所
得
（
平
成
２６
年

中
の
所
得
）が
所
得
制
限
額

を
超
え
て
い
な
い
方
で
す
。

�
障
害
者
医
療
費
助
成

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

方

▽
身
体
障
害
者
手
帳

１
級
ま
た
は
２
級
所
持
者

▽
療
育
手
帳
（
Ａ
）
所
持

者

▽
療
育
手
帳（
Ｂ
１
）

お
よ
び
身
体
障
害
者
手
帳

所
持
者

�
ひ
と
り
親
家
庭
医
療

費
助
成
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
方
（
所
得
制
限
額

は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

�
本
市
の
規
則
で
定
め

る
疾
病
（
難
病
）
名
の
記

載
の
あ
る
「
特
定
医
療
費

（
指
定
難
病
）
受
給
者
証
」

な
ど
の
所
持
者
（
本
市
の

規
則
で
定
め
る
疾
病
を
有

す
る
方
）

�
結
核
の
患
者
票
「
３７

条
の
２
」
所
持
者

�
「
自
立
支
援
医
療
受

給
者
証
（
精
神
通
院
）
」
所

持
者対

象
と
な
る
方
で
交
付

申
請
を
し
て
い
な
い
方
は
、

医
療
助
成
課
ま
た
は
行
政

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
必
ず
届
出
を
】

次
の
と
き
は
医
療
証
を

持
参
の
う
え
、
届
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
転
出
や
転
居
し
た
と

き

▽
氏
名
が
変
わ
っ
た

と
き

▽
加
入
し
て
い
る

健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
と

き
（
記
号
番
号
な
ど
が
変

わ
っ
た
場
合
も
）

▽
死

亡
し
た
と
き

▽
生
活
保

護
を
受
け
た
と
き

▽
交

通
事
故
な
ど
第
三
者
の
行

為
に
よ
り
病
気
や
け
が
を

し
て
健
康
保
険
と
老
人
医

療
（
一
部
助
成
）
医
療
証

で
治
療
を
受
け
た
と
き

◇

◇

�問
〒
５７７
―

８
５
２
１
市
役

所
医
療
助
成
課

０
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０
９
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６
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、

�
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０
９
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０
５
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介
護
保
険
制
度
が
改
正

さ
れ
、８
月
か
ら
費
用
負
担

が
一
部
変
更
と
な
り
ま
す
。

一
定
以
上
所
得
の
あ
る
方

利
用
者
負
担
は
２
割

一
定
以
上
所
得
の
あ
る

６５
歳
以
上
の
方
が
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
た
と
き
の
利

用
者
負
担
は
２
割
と
な
り

ま
す
（
そ
れ
以
外
の
方
は

１
割
）。要
介
護
（
支
援
）

認
定
者
に
は
「
介
護
保
険

負
担
割
合
証
」
を
発
行
し

ま
す
。

※
一
定
以
上
の
所
得
と

は
、
本
人
の
合
計
所
得
１

６
０
万
円
以
上
で
、
年
金

収
入
と
そ
の
他
の
合
計
所

得
が
単
身
世
帯
２
８
０
万

円
以
上
、
複
数
人
世
帯
３

４
６
万
円
以
上
の
所
得
を

い
い
ま
す
。

低
所
得
の
施
設
利
用
者
の

食
費
・
居
住
費
軽
減

適
用
要
件
が
変
更

施
設
利
用
者
な
ど
で
、

世
帯
を
別
に
し
て
い
る
配

偶
者
が
市
民
税
課
税
で
あ

る
場
合
や
、
預
貯
金
な
ど

が
単
身
で
１
０
０
０
万
円
、

夫
婦
で
２
０
０
０
万
円
以

上
あ
る
な
ど
の
場
合
は
、

食
費
・
居
住
費
の
軽
減
は

あ
り
ま
せ
ん
。

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

上
限
額
を
新
設

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

の
利
用
者
負
担
段
階
区
分

に
、現
役
並
み
所
得
者（
同

一
世
帯
に
課
税
所
得
１
４

５
万
円
以
上
の
６５
歳
以
上

の
者
が
い
る
な
ど
）
が
新

設
さ
れ
、
上
限
額
が
設
定

さ
れ
ま
す
。

◇

◇

詳
し
く
は
、
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

�問
高
齢
介
護
室
給
付
管

理
課

０
６（
４
３
０
９
）

３
１
８
６
、�
０
６（
４
３

０
９
）
３
８
１
４

未
収
金
特
別
対
策
室
で

は
、関
係
部
局
と
連
携
し
、

未
収
金
の
削
減
に
取
り
組

ん
で
お
り
、
今
年
度
は
介

護
保
険
料
、
保
育
所
保
育

料
の
未
収
金
の
徴
収
強
化

を
行
い
ま
す
。

介
護
保
険
料
、
保
育
所

保
育
料
の
う
ち
、
長
期
間

滞
納
し
て
い
る
方
や
充
分

な
収
入
や
資
力
が
あ
り
な

が
ら
理
由
も
な
く
滞
納
し

て
い
る
方
に
は
、
支
払
い

の
催
告
や
納
付
交
渉
を
行

う
と
と
も
に
、
差
押
え
な

ど
の
法
的
措
置
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

納
期
限
ま
で
に
納
付
し

て
い
る
方
と
の
公
平
性
を

確
保
し
、
各
種
制
度
を
維

持
す
る
た
め
、
理
解
と
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

�問
未
収
金
特
別
対
策
室

０
６
（
４
３
０
９
）
３
０

１
９
、�
０
６（
４
３
０
９
）

３
８
７
５

市
立
総
合
病
院
の
ス

タ
ッ
フ
が
リ
レ
ー
形
式

で
医
学
に
関
す
る
情
報

な
ど
を
お
届
け
し
ま

す
。

◇

◇

看
護
局
で
は
、
看
護

師
、
助
産
師
の
資
格
を

も
っ
た
職
員
と
看
護
補

助
者
が
「
心
と
こ
こ
ろ

が
か
よ
い
合
う
看
護
を

行
う
」の
理
念
を
胸
に
、

外
来
・
特
殊
検
査
部
門

・
病
棟
・
手
術
棟
で
働

い
て
い
ま
す
。

総
合
病
院
の
１
階
に

あ
る
総
合
案
内
に
は
、

１１
時
ま
で
看
護
師
が
立

ち
、
受
診
科
相
談
や
看

護
相
談
、
院
内
設
備
の

案
内
を
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
を
上
が
っ
た
右
側

に
は
、「
検
査
説
明
ブ
ー

ス
」
が
あ
り
、
こ
こ
で

は
医
師
か
ら
Ｃ
Ｔ
な
ど

の
検
査
を
受
け
る
よ
う

に
言
わ
れ
た
患
者
さ
ん

や
家
族
に
、
ど
の
よ
う

な
検
査
を
受
け
る
の
か
、

ま
た
検
査
の
前
の
食
事

は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の

か
、
特
別
な
薬
を
飲
む

必
要
が
あ
る
の
か
な
ど

を
看
護
師
が
個
別
に
説

明
し
て
い
ま
す
。

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を

上
が
っ
た
左
側
に
は
、

「
一
般
内
科
の
問
診
ブ

ー
ス
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
内
科
を
受

診
す
る
患
者
さ
ん
に
対

し
て
、
今
の
体
調
や
内

服
し
て
い
る
薬
の
種
類

や
量
、
食
事
や
睡
眠
の

状
況
な
ど
を
個
別
に
お

聞
き
し
て
、
医
師
の
診

つ
な

察
に
繋
い
で
い
ま
す
。

入
院
す
る
こ
と
が
決

ま
っ
た
患
者
さ
ん
に
は
、

入
院
中
の
検
査
や
手
術

・
治
療
、
病
棟
で
の
生

活
な
ど
を
説
明
し
て
、

入
院
に
対
す
る
不
安
を

和
ら
げ
る
た
め
の
支
援

を
行
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
総
合

病
院
で
は
外
来
患
者
さ

ん
に
も
き
め
細
や
か
な

対
応
が
で
き
る
看
護
体

制
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

看
護
師
に
い
つ
で
も
気

軽
に
声
を
お
か
け
く
だ

さ
い
。

�問
市
立
総
合
病
院
総

務
課

０
６
（
６
７

８
１
）
５
１
０
１
、
�

０
６（
６
７
８
１
）２
１

９
４

熱
中
症
に

気
を
つ
け
よ
う

蒸し暑い日は ４４ 市立総合病院 田中春美 看護局長
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※３人目以降、１人増すごと
に３８万円を加算。

５３８万１，０００円２人

５００万１，０００円１人

４６２万１，０００円０人

所得制限額扶養人数

�の方の平成２７年度所得制限額表

※３人目以降、１人増すごと
に２９万円を加算。

２８８万円２人

２５９万円１人

２２４万円０人

所得制限額扶養人数

���の方の
平成２７年度所得制限額表

介
護
保
険
料
・
保
育
所
保
育
料

未
収
金
を
徴
収
し
ま
す

介護保険制度が改正

８月から費用負担が一部変更

看護師も活躍しています
安心して任せられる病院へ

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

老老老老老老老老老老老老老老
人人人人人人人人人人人人人人
医医医医医医医医医医医医医医
療療療療療療療療療療療療療療
（（（（（（（（（（（
一一一一一一一一一一一
部部部部部部部部部部部
助助助助助助助助助助助
成成成成成成成成成成成
）））））））））））
医医医医医医医医医医医医医医
療療療療療療療療療療療療療療
証証証証証証証証証証証証証証

ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪（３） 平成２７年７月１５日



糖尿病食事学習会～旬を食べよう

�時８月５日�１０時３０分～１４時 �対
血糖値の高い方、糖尿病食事療法を

している方とその家族 �定２０人（申
込先着順） �内講話と調理実習 �料
７００円 �持エプロン、三角巾、手ふき
�申電話で
�所�申�問西保健センター

きらりウォーク～体力測定

�時７月２８日�１３時～１５時３０分 �所
東大阪アリーナ �対市内在住の方
�定４０人（申込先着順） �内体力・血
圧測定、簡単体操など �持運動がで
きる服、上履き、タオル、飲み物

�申基本事項（８面に掲載）を７月１５
日�から電話またはファクスで
�申�問中保健センター

ふたごの教室

�時�所�内�８月１２日�９時４５分～１１
時１５分�中保健センター／子どもた
ちに大人気�エプロンシアター ※

初めての方のみ要申込み。 �２１日
�１０時～１１時�東保健センター／作
って遊ぼう魚釣り �２６日�９時４５
分～１１時３０分�西保健センター／保
育士と遊ぼう �対市内在住のふたご、
みつごを妊娠・出産している方とそ

の子ども �申各開催日の前日までに
電話で

�申�問東・中・西保健センター

ご注意ください
マ ー ズ

中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）

中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）は

２０１２年に初めて報告された新しい種

類のコロナウイルスによる感染症で

す。中東地域に居住または渡航歴の

ある方の感染が継続的に報告されて

います。

韓国では、主に医療従事者や感染

者と同じ病棟の患者およびその家族

の間で感染が拡大しています。なお現

在、日本国内での発生はありません。

【感染の疑いのある場合は】
ＭＥＲＳ患者と接触した恐れのあ

せき

る方で帰国後１４日以内に発熱や咳な

どの症状が表れたら、医療機関を受

診する前に保健所へ連絡してくださ

い。念のため、感染の疑いのある方

と同居している家族の方も、不要不

急の外出を避けてください。また、

症状がある間は、他者との接触を最

小限にするとともに、咳エチケット

を次のとおり行ってください。

�マスクをする
�咳、くしゃみの際はティッシュ
ペーパーなどで口と鼻を押さえ、他

人から顔をそむける

�使用したティッシュペーパーは
ごみ箱に捨て、手を洗う など

◇ ◇

�問母子保健・感染症課 ０７２（９６０）

３８０５、�０７２（９６０）３８０９

ウイルス性肝炎とは、肝炎ウイル

スに感染して肝臓の細胞が壊れてい

く病気です。日本でもっとも多い肝

臓病はウイルス性肝炎で、Ｂ型・Ｃ

型ウイルス性肝炎の患者と感染者は

３００万人を超えていると推測されてい

ます。肝臓は生命を維持するために

重要な働きをしていますが、異常が

あっても症状が出にくいので、気づい

たときには慢性肝炎・肝硬変・肝が

んなど重い病状になっていることも

あり、「沈黙の臓器」と呼ばれています。

日本では慢性肝炎の約７割がＣ型、

約２割がＢ型ウイルス性肝炎による

ものといわれています。慢性肝炎を

放置すると肝硬変に、肝硬変を放置

すると肝がんへと進行するケースも

あります。肝がんの原因の約８割は

Ｃ型肝炎、残りの大部分はＢ型肝炎で

あり、肝がんの原因のほとんどが、ウ

イルス性肝炎ということになります。

【肝炎ウイルス検査を受けましょ
う】
今まで一度も肝炎ウイルス検査を

受けたことのない方は、検査を受け

ましょう。肝炎ウイルスに感染して

いるかどうかは血液検査でわかりま

す（感染後は３か月程たたないと発

見できないこともあります）。

４０歳以上の方は、市の肝炎ウイル

ス検診として市内取扱医療機関で、

１，０００円で受けることができます。な

お、過去に出産や大きな手術などで輸

血を受けたことがある方、血液製剤を

投与されたことがある方などは保健

所、保健センターにご相談ください。

【感染していると分かったら】
肝炎ウイルスに感染していたとし

ても、肝臓の状態は人によってまち

まちです。まずは専門医に相談しま

しょう。治療方法としては、インタ

ーフェロン治療やインターフェロン

フリー治療、核酸アナログ製剤治療

が主なもので、これら３つの治療に

ついては医療費の負担を軽減する助

成を行っています。詳しくは保健所、

保健センターにご相談ください。

◇ ◇

�問健康づくり課

かんぞうくん

７
月
２８
日
は
世
界

（
日
本
）肝
炎
デ
ー
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７月２７日からは
肝臓週間です

この機会に検査を受けましょう

弁護士による法律相談
１週間前から予約受付。１人３０

分。同一内容の相談は１か月以上

あけてください。

【本庁市民相談室】月・水・金
曜１３時～１６時３０分、第２火曜１７時

～２０時 ０６（４３０９）３１０４、�０６（４３０９）
３８０１

【巡回法律相談・リージョンセ
ンター】いずれも１３時～１６時 ０６

（４３０９）３１０４、�０６（４３０９）３８０１
（本庁市民相談室） �日下�奇
数月の第２火曜�四条�第２・４
木曜�中鴻池�偶数月の第４火曜
�若江岩田駅前�第１・３木曜�
楠根�偶数月の第２火曜�布施駅
前�第１・３火曜�近江堂�奇数
月の第４火曜

司法書士による相談
【本庁市民相談室】相続登記、
裁判手続き、成年後見など。第３木

曜１４時～１５時３０分（当日先着８人）

０６（４３０９）３１０４、�０６（４３０９）３８０１
行政書士による相談
【本庁市民相談室】相続、遺言
の書類作成など。第１火曜１３時～

１５時３０分（当日先着順）０６（４３０９）

３１０４、�０６（４３０９）３８０１
交通事故相談
【道路管理室】月・火・水・金
曜９時～１６時で予約制 ０６（４３０９）

３２２０、�０６（４３０９）３８３６

男性のための電話相談
第１土曜１３時～１７時、第３水曜

１９時～２１時 ０７２（９６６）５００２

女性のための相談
【イコーラム】第４月曜休館（祝
日の場合は翌火曜が休館）。�はい
ずれも０７２（９６０）９２０８ �電話相談
と相談予約�１０時～１７時 ０７２

（９６０）９２０６�面接相談（予約制）�火
・木・土曜（５週目を除く）１０時

～１２時・１３時～１６時（第４火曜は

１８時～２０時も。休館の場合第３火

曜） ０７２（９６０）９２０５ �労働相談
（予約制）�第２土曜１３時３０分～１６
時２０分 ０７２（９６０）９２０５ �法律相
談（予約制）�原則第１水曜１３時～
１６時 ０７２（９６０）９２０５

人権法律相談
【人権文化センター】いずれも

１３時～１６時で予約制 �荒本�第
２火曜 ０６（６７８８）７４２４、�０６（６７８８）
２４５６�長瀬�第４火曜 ０６（６７２０）

１７０１、�０６（６７２９）９１７１
福祉なんでも相談
【市民プラザ】コミュニティソ
ーシャルワーカーが相談に応じま

す。いずれも１３時３０分～１６時で予

約不要０６（４３０９）３１８１、�０６（４３０９）
３８１５（福祉企画課） �日下�第３
水曜�四条�第１火曜�中鴻池�
第１金曜�若江岩田駅前�第１月
曜�楠根�第３木曜�布施駅前�
第１水曜�近江堂�第１木曜
消費生活相談
【消費生活センター】月～金曜
９時３０分～１６時（来所相談は予約

制） ０７２（９６５）０１０２、�０７２（９６２）
９３８５

教育・子育て相談など
【教育センター】月～金曜・土
曜（月２回。要問合せ）９時～１７

時３０分で予約制 ０６（６７２７）０１１３、

�０６（６７２９）８２６１
【子どもの悩み相談（保護者・
市民専用）】月～土曜９時～２１時
（土曜は１７時まで）０６（６７８２）７８６７

【いじめ・悩み１１０番（子ども専
用）】月～土曜９時～２１時（土曜は
１７時まで） ０６（６７３２）０１１０

【すこやかテレホン】月～金曜
１０時～１６時 ０６（６７２１）９１７４、�０６
（６７２１）９８７４ ※メールでの相談も

可。詳しくは青少年補導センターウ

ェブサイト（http:��www.eonet.ne.
jp��ho�hodou�）をご覧ください。
【子育て相談ダイヤル】２４時間

３６５日対応 ０７２（９６１）０１７８

【子育て支援センター】�来所
相談（予約制）�月曜（鴻池、もも
っこ）、水曜（あさひっこ）、木曜

（長瀬、荒本）９時３０分～１６時 ※

発達相談（予約制）は月１回。

�電話相談�月～土曜９時～１７時
３０分 ０６（６７４８）８２５１、�０６（６７４３）
０５７７（鴻池）・０７２（９８０）８８７１、�
０７２（９８５）１０５５（あさひっこ、月曜

は休館）・０６（６７２８）１８００、�０６
（６７２８）２４１３（長瀬）・０６（６７８８）１０５５、

�０６（６７８８）２５９７（荒本）・０６（４３０６）
４１５１、�０６（４３０６）３０８０（ももっこ）
若者の自立・就労相談
【イコーラム】若者の就職や自

あっせん

立のための相談。職業紹介や斡旋

は行いません。第２水曜１３時～１７時

０６（６７８７）２００８、�０６（６７８７）２０１８（東
大阪若者サポートステーション）

就職が困難な方の雇用・就労相談
【就労支援センター】職業紹介
や斡旋は行いません。いずれも月

～金曜９時～１６時 �永和�０６
（６７８８）４５８０、�０６（６７８８）４５５５�
意岐部�０６（６７８４）５８１１、�０６（６７８４）
５８２２�長瀬�０６（６７２７）１９２０、�０６
（６７２７）１９２５

パート・労働問題の相談
職業紹介や斡旋は行いません。

【労働雇用政策室】月～金曜９
時～１６時 ０６（４３０９）３１７９、�０６
（４３０９）３８４６

【ユトリート東大阪】月・水・
金・土・日曜９時～１７時（土・日

曜は月・水・金曜に要予約） ０６

（６７２１）６０００、�０６（６７２１）１２１２
税理士による税務相談
【本庁市民相談室】新規開業、
相続、贈与など。第２・４水曜９

時～１２時（当日先着１０人。１人３０

分） ※近畿税理士会東大阪支部

（永和２‐３‐７）では平日午後、常設

相談会を実施。０６（６７２５）７７０８、

�０６（６７２２）２１７０（近畿税理士会東
大阪支部）

医療相談
【地域健康企画課】医療機関利
用のための相談。月～金曜１０時～１６

時 ０７２（９６０）３８０１、�０７２（９６０）３８０６
【市立総合病院患者家族相談室】
健康上の不安や悩みなどの相談。

１１時～１６時 ０６（６７８１）５１０１、�０６
（６７８１）２２７１

【救急安心センターおおさか】
病気やケガで救急車を呼ぶかどう

か迷った場合などに。２４時間３６５日

対応 ＃７１１９または０６（６５８２）７１１９
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※いずれも無料。祝休日は行いま
せん（子育て相談ダイヤル、救急
安心センターおおさかを除く）。

定定 例例 相相 談談

東 大 阪 市 政 だ よ り （４）平成２７年７月１５日

http://www.eonet.ne.jp/~ho-hodou/
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見た目マイナス５歳ダイエット

筋肉量をキープしつつ体重を落と

す方法を伝授します。 �時７月～９
月の第４金曜日９時３０分～１２時（計

３日間。１日のみの参加も可） �対
ＢＭＩ２３以上で血圧・血糖・HbA1c

・ＬＤＬコレステロール値（いずれ

か）が高い７５歳未満の方（治療中の

方を除く） �定３０人（申込先着順）
�申基本事項（８面に掲載）を電話で
（ファクス、Ｅメール、直接も可）

�所�申�問東保健センター �higas
hihoken@city.higashiosaka.lg.jp

２歳児歯科健康相談

�時�所�８月１７日��東保健センタ
ー �２０日��西保健センター �
２５日��中保健センター ※時間は

申込時に伝えます。 �対市内在住の
平成２５年８月生まれの幼児 �定各３０
人（申込先着順） �持母子健康手帳
�申各実施日の前日までに電話で
�申�問東・中・西保健センター

マタニティクラス

�時�所�内�８月５日��東保健セン
ター／育児編 �１８日��中保健セ
ンター／お産編 �２１日��西保健
センター／お産編 ☆いずれも１３時

３０分～１６時 �対妊娠２０週以降の妊婦
�持母子健康手帳 �申各開催日の前日
までに電話で

�申�問東・中・西保健センター

マタニティクッキング

�時８月２５日�１３時３０分～１６時 �対
妊娠２０週以降の妊婦 �内マタニティ
期の栄養、料理テクニック �持母子
健康手帳 �申８月２４日�までに電話
で

�所�申�問中保健センター

家族でマタニティ教室

�時８月１９日�１３時３０分～１６時 �対
妊婦とそのパートナー・家族 �定１２
組（申込先着順） �内家族による赤
ちゃんのお風呂体験、赤ちゃんとの

生活 �持母子健康手帳 �申８月１８日
�までに電話で
�所�申�問中保健センター

マタニティ歯科健康相談

�時�所�８月７日��西保健センタ
ー �２７日��東保健センター ※

時間は申込時に伝えます。 �対妊娠
２０週以降の妊婦 �定各１５人（申込先着
順） �持母子健康手帳 �申各実施日
の前日までに電話で

�申�問東・西保健センター

成人歯科健康相談

�時�所�７月２２日��西保健センタ
ー �８月６日��中保健センター
☆いずれも９時１０分～１０時 �対市内
在住の２０歳以上の方 �定各１２人（申
込先着順） �申電話で
�申�問中・西保健センター

ヘルスメイトおすすめ
ファミリークッキング

�時７月２３日�１３時～１６時 �対小学
生とその保護者（祖父母可） ※アレ

ルギーの対応はできません。 �定各
１２組（申込先着順） �内調理実習（お
好みトライ焼き）と試食 �料小学生
３００円、保護者３５０円 �持エプロン、三
角巾、手ふき（２枚） �申電話で
�所�申�問東・西保健センター

親子でおやつ講習会

�時７月３０日�１３時～１５時３０分 �対
３歳～５歳児とその保護者 �定１２組
（申込先着順） �料子ども３００円、大
人３５０円 �持エプロン、三角巾、手ふ
き（２枚） �申電話で
�所�申�問西保健センター

肺がん・結核エックス線検診

�時�所�８月４日�９時１０分から・
１０時から�西保健センター �５日
�９時２０分～１０時３０分、１１日�１３時
～１４時１０分�中保健センター �１２
日�１３時１５分から・１４時から�東保
健センター �対�肺がん検診�市内
在住の４０歳以上の方 �結核検診�
市内在住の６５歳以上の方 �定各日４０
人（申込先着順） �申電話または直接
�申�問東・中・西保健センター

お済みですか
飼い犬登録と狂犬病予防注射

生後９１日以上の犬を飼っている全

ての飼い主は、飼い始めた日から３０

日以内に飼い犬登録をし、狂犬病予

防注射を受けさせ、飼い犬に犬鑑札

と狂犬病予防注射済票を着けること

が義務づけられています。

予防注射は動物病院で受けること

ができます。市の委託動物病院で受

けると、その場で飼い犬登録ができ、

狂犬病予防注射済票の交付も受けら

れます。

【登録内容変更は届出が必要】
犬の飼い主や住所、電話番号など

飼い犬登録の内容が変わった場合や、

飼い犬登録をしている犬が死亡した

場合などは、必ず届け出てください。

【飼い犬の逃げ出しに注意】
夏場は雷や花火に驚いて飼い犬が

逃げ出し行方不明になることがあり

ます。放し散歩は絶対にせず、首輪

や綱が壊れていないか確認し、必ず

犬鑑札と注射済票を着けてください。

もし飼い犬や飼い猫が行方不明にな

ったら、すぐに動物指導センターま

でご連絡ください。また、警察署（遺

失物の係）にもお問合せください。

【熱中症に注意】
室内飼育でも高温多湿が続くと熱

中症の危険が高まるので、エアコン

などで調整しましょう。屋外では日

陰がある風通しのよい場所で飼育し

ましょう。室内・屋外いずれの場合

にも充分な水をいつでも飲めるよう

にしましょう。

◇ ◇

�問�動物指導センター ０７２（９６３）

６２１１、�０７２（９６３）１６４４ �食品衛生
課 ０７２（９６０）３８０３、�０７２（９６０）３８０７

７月２０日�開催
犬・猫の譲渡会

譲渡適性のある犬・猫を飼いたい

方の申込みを受け付けます。 �時７
月２０日�１０時～１３時 �対次の全てに
該当する方 �営利や他人への譲渡
を目的としない �家族全員の賛同
を得ており愛情と責任をもって適正

に終生飼養ができる �動物の飼養
が認められた住宅に住んでいる �
現在犬・猫を飼養していない（原則）

�持住所・氏名が確認できる運転免許
証など公的機関発行の証明書、集合

住宅または賃貸住宅に居住の場合は

動物の飼養を認めることを証明する

書類 ※同一の犬・猫に複数希望者

がある場合は１３時３０分から抽選。自

宅の調査などが必要となるため、犬

・猫の引渡しは後日になります。な

お、当日は犬・猫を譲りたい方の申

請受付はありません。譲渡対象動物

の画像など詳しくは市ウェブサイト

をご覧ください。

�所�申�問動物指導センター（水走３―
１２―３２）０７２（９６３）６２１１、�０７２（９６３）
１６４４

血液サラサラ教室

一人ひとりにあった栄養や運動、

生活指導と血液検査を実施し、６か

月で血糖コントロールをめざします。

初回の�時７月２９日�または３０日�
※時間や以降の日程は個別に調整し

ます（計５日間）。 �対特定健診など
の結果でHbA1cが５．６～６．４でＢＭ

Ｉが２５未満の６４歳までの方（治療中

の方を除く） ※ＢＭＩ�体重（	）
÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）。 �定２０人（申
込先着順） �申基本事項（８面に掲
載）を７月１５日�から電話またはフ
ァクスで

�所�申�問中保健センター

デング熱を予防しましょう
蚊に刺されないように注意を�

デング熱は、デングウイルスをも

った蚊（日本国内ではヒトスジシマ

カ）に刺されることで感染しますが、

人から人へ直接感染することはあり

ません。

デング熱を予防するために、次の

ことに注意しましょう。

�幼虫（ボウフラ）の発生源とな
る「不要な水たまり」をつくらない

ようにし、屋外の植木鉢やバケツな

どは、屋内に片づけるか、こまめに

溜まった水を捨てる �蚊の発生し
やすい木陰やヤブなどで活動する場

合は、長袖や長ズボンなどを着用し、

素足やサンダルも避ける �説明書
を充分に確認のうえ、虫よけ剤など

を必要に応じて使用する �網戸な
どで屋内への蚊の侵入を防ぐ

もし、蚊に刺されてから２日～１５

日程度で突然の発熱や発疹などの症

状が出たときは、早めに医療機関を

受診しましょう。

�問�環境薬務課 ０７２（９６０）３８０４、

�０７２（９６０）３８０７ �母子保健・感染
症課 ０７２（９６０）３８０５、�０７２（９６０）
３８０９

夏は食中毒が多発する季節です。

特に魚介類は「腸炎ビブリオ」と

いう食中毒菌に汚染されているこ

とがあり、菌に汚染された食品を
おう

食べると、激しい腹痛や下痢、嘔
と

吐を起こします。

抵抗力の弱い乳幼児や小学生、

高齢者の場合、症状が重くなるこ

とがありますので、できるだけ生

食は控えましょう。特に肝臓に疾

患のある方は、夏場の魚介類の生

食は避けましょう。

また近年は、ヒラメの生食によ

る食中毒も発生しています。これ

は、ヒラメの筋肉中にまれに存在

する寄生虫「クドア・セプテンプ

ンクタータ」が原因です。予防法

は冷凍か充分な加熱しかありませ

んので、生食は注意してくださ

い。

食中毒にならないために、夏場

は特に次のことに注意しましょう。

【すぐ冷蔵庫に入れ、適切な保
存を】
腸炎ビブリオは増殖スピードが

速い菌ですが、低温では増殖が遅

くなります。魚介類の購入後は、

保冷剤などを入れてまっすぐ家に

帰り、帰宅後はすぐに冷蔵庫に入

れましょう。また、魚介類を冷蔵

庫に入れるときは、ほかの食品に

汁がかからないよう、ビニール袋

や容器に入れて保存しましょう。

【調理するときの注意】
鮮魚は水道水でよく洗い、調理

するときは充分加熱しましょう。使

用したまな板や包丁は洗剤でよく

洗い、熱湯などで消毒しましょう。

【早く食べる】
すしや刺身などを食べるときは、

なるべく早く食べましょう。

◇ ◇

�問食品衛生課 ０７２（９６０）３８０３、

�０７２（９６０）３８０７
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生食用魚介類は新鮮なうちに

食中毒にご注意

ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪（５） 平成２７年７月１５日
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楽しく、安心した子育てを

市
で
は
、妊
娠
・
出
産
・
育
児
期
の「
切

れ
目
の
な
い
支
援
」
を
行
い
、
安
心
し
て

子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
る
ま
ち
を
め
ざ

し
て
、
７
月
か
ら
新
た
に
「
産
後
ケ
ア
事

業
」
と
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
ま
で
の

メ
ー
ル
配
信
事
業
「
す
こ
や
か
親
子
☆
ト

ラ
イ
メ
ー
ル
」
の
２
つ
の
事
業
を
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

平
成
２８
年
４
月
に
採
用

す
る
市
職
員
を
募
集
し
ま

す
。
職
種
や
採
用
予
定
人

数
、
受
験
資
格
は
表
の
と

お
り
で
す
。

日
本
国
籍
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
受
験
で
き
ま
す
。

ま
た
、
申
込
時
の
請
求
に

基
づ
き
、
不
合
格
者
の
み

試
験
成
績
を
開
示
し
ま
す
。

あ
な
た
の
力
を
東
大
阪

市
民
の
た
め
に
活
か
し
ま

せ
ん
か
。
や
る
気
と
可
能

性
に
満
ち
た
皆
さ
ん
の
応

募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
採
用
試
験
説
明
会
】

採
用
試
験
に
関
す
る
説

明
会
を
次
の
と
お
り
開
催

し
ま
す（
申
込
不
要
）。
な

お
、
出
欠
は
合
否
に
影
響

し
ま
せ
ん
。

�時
８
月
８
日
�
１４
時
〜

１６
時（
開
場
は
１３
時
３０
分
）

�所
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
・
コ

ア
東
大
阪
南
館
技
術
交
流

室

※
駐
車
場
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
参
加
者
多

数
の
場
合
は
入
場
を
制
限

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

事
務
・
技
術
職
員
、

幼
稚
園
教
員
、養
護
教
諭

試
験
日

▽
第
１
次
�

９
月
２０
日
�

▽
第
２
・

３
次
�
第
１
・
２
次
そ
れ

ぞ
れ
の
合
格
者
に
通
知

合
格
発
表
（
予
定
）

▽

第
１
次
�
１０
月
９
日
�

▽
第
２
次
�
１１
月
中
旬

▽
第
３
次
�
１２
月
上
旬

受
付
期
間

８
月
２５
日
�

〜
９
月
７
日
�

※
申
込

書
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。
本

庁
人
事
課
・
市
政
情
報
コ

ー
ナ
ー
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
、
上
下
水
道
局

総
務
課
で
も
交
付
。

事
務
職
員

（
身
体
障
害
者
が
対
象
）

試
験
日
・
�内
▽
１１
月
７

日
�
�
総
合
能
力
検
査（
Ｓ

Ｐ
Ｉ
３
）、作
文

▽
１１
月

８
日
�
�
口
述
試
験

合

格
発
表（
予
定
）
１２
月
上

旬

受
付
期
間

９
月
８

日
�
〜
３０
日
�

※
申
込

書
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。
本

庁
人
事
課
・
市
政
情
報
コ

ー
ナ
ー
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
で
も
交
付
。

◇

◇

�申
�問
人
事
課

０
６

（
４
３
０
９
）３
１
１
７
、

�
０
６（
４
３
０
９
）３
８

１
９

出
産
後
の
心
身
と
も
に

不
安
定
に
な
り
が
ち
な
時

期
に
あ
る
お
母
さ
ん
と
赤

ち
ゃ
ん
を
対
象
に
、
施
設

で
母
体
ケ
ア
、乳
児
ケ
ア
、

育
児
相
談
・
指
導
な
ど
を

行
い
ま
す
。

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
（
宿

泊
）、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス（
日

帰
り
）が
利
用
で
き
ま
す
。

事
前
に
利
用
申
請
が
必
要

で
す
。

�対
生
後
４
か
月
未
満
の

乳
児
が
い
る
育
児
不
安
や

体
調
不
良
が
あ
る
市
内
在

住
の
母
親
で
、
家
族
な
ど

か
ら
家
事
・
育
児
な
ど
の

充
分
な
産
後
の
援
助
を
受

け
ら
れ
な
い
方

�内
助
産
師
な
ど
の
専
門

ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
母
体
ケ

ア
（
体
調
管
理
・
休
養
な

ど
）
や
乳
児
ケ
ア
（
発
育

・
発
達
の
様
子
の
確
認
な

ど
）、
育
児
相
談
、
授
乳
・

も
く

よ
く

沐
浴
指
導
な
ど
の
サ
ー
ビ

ス
�料
▽
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

�
５
６
０
０
円
（
１
泊
昼

夕
朝
３
食
付
き
）

▽
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
�
２
８
０
０

円（
１
日
昼
夕
２
食
付
き
）

※
い
ず
れ
も
市
民
税
非

課
税
世
帯
・
生
活
保
護
世

帯
は
減
免
制
度
あ
り
。
両

サ
ー
ビ
ス
合
わ
せ
て
１
組

７
日
間
ま
で
利
用
可
。

利
用
可
能
施
設

▽
産

後
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
小
阪（
菱

屋
西
３
）

▽
ゆ
う
助
産

院
（
小
阪
１
）

�申
お
お
む
ね
妊
娠
８
か

月
以
降
に
保
健
セ
ン
タ
ー

へ
直
接

※
保
健
師
が
相

談
を
受
け
、
利
用
施
設
や

日
程
な
ど
の
調
整
を
行
い

ま
す
。

妊娠期

出産後

す
こ
や
か
親
子
☆
ト
ラ

イ
メ
ー
ル
は
、
妊
婦
や
乳

幼
児
の
保
護
者
へ
安
心
し

て
出
産
や
子
育
て
が
で
き

る
よ
う
な
情
報
を
メ
ー
ル

配
信
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

お
な
か
の
赤
ち
ゃ
ん
や
産

後
の
お
子
さ
ん
の
日
々
の

成
長
の
様
子
、
健
康
・
食

事
な
ど
の
ア
ド
バ
イ
ス
、

市
内
の
子
育
て
サ
ー
ビ
ス

・
予
防
接
種
・
健
診
に
つ

い
て
な
ど
、子
ど
も
の
成
長

に
合
わ
せ
た
タ
イ
ム
リ
ー

な
情
報
を
お
届
け
し
ま
す
。

出
産
、
子
育
て
に
は
周

り
の
支
え
が
必
要
で
す
。

パ
ー
ト
ナ
ー
や
家
族
の
方

も
ぜ
ひ
い
っ
し
ょ
に
登
録

し
て
く
だ
さ
い
。
登
録
・

配
信
は
無
料
で
す
。

�対
市
内
在
住
の
妊
婦
と

家
族
、
３
歳
未
満
の
乳
幼

児
の
保
護
者

配
信
回
数

▽
妊
娠
期

�
毎
日

▽
出
産
後
〜
１

０
０
日
目
�
毎
日

▽
１

０
１
日
目
〜
１
歳
未
満
�

３
日
に
１
回
程
度

▽
１

歳
時
�
月
に
３
回
程
度

▽
２
歳
時
�
月
に
２
回
程

度
�内
▽
妊
娠
期
�
お
な
か

の
赤
ち
ゃ
ん
の
様
子
（
赤

ち
ゃ
ん
の
一
般
的
な
成
長

や
発
達
に
つ
い
て
）、マ
マ

の
か
ら
だ
の
こ
と
（
妊
娠

中
の
食
事
、
生
活
の
ア
ド

バ
イ
ス
）

▽
出
産
後
�

子
ど
も
の
成
長
の
様
子
、

子
育
て
ア
ド
バ
イ
ス
（
子

ど
も
と
の
ふ
れ
あ
い
方
や

授
乳
、
離
乳
食
に
つ
い
て

な
ど
）

▽
共
通
�
市
の

子
育
て
サ
ー
ビ
ス
情
報
や

イ
ベ
ン
ト
、
月
齢
に
応
じ

た
子
育
て
事
業
の
紹
介

登
録
方
法

ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
な
ど
で
左
の
コ
ー

ド
を
読
み
取
っ
て
空
メ
ー

ル
を
送
信

※
一
両
日
中

に
確
認
メ
ー
ル
が
届
き
ま

す
。「
重
要
事
項
の
説
明
」

を
よ
く
読
み
、
同
意
の
う

え
、登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

メ
ー
ル
の
内
容
は
、
あ
く

ま
で
妊
娠
・
出
産
・
子
育

て
に
関
す
る
一
般
的
な
常

識
、
医
学
情
報
に
基
づ
く

も
の
で
あ
り
、
全
て
の
方

に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ー
ド
が

読
み
取
れ
な
い
場
合
は
、

次
の
ア
ド
レ
ス
に
空
メ
ー

ル
を
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
妊
娠
期
�h

ig
a
s
h
io

s
a
k
a
@
reg
.
k
izu
n
a

m
a
il.co

m

▽
出
産
後

�h
ig
a
s
h
io
s
a
k
a
_
k

o
s
o
d
a
te
@
reg
.k
izu

n
a
m
a
il.co

m

※
こ
の
メ
ー
ル
配
信
は
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
き
ず
な
メ
ー

ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の

委
託
事
業
で
す
。

◇

◇

�問
▽
母
子
保
健
・
感
染

症
課

０
７
２（
９
６
０
）

３
８
０
５
、�
０
７
２（
９

６
０
）
３
８
０
９

▽
東

・
中
・
西
保
健
セ
ン
タ
ー

（
東
�
０
７
２
―

９
８
２
―

２
６
０
３
、�
０
７
２
―

９

８
６
―

２
１
３
５
、
中
�

０
７
２
―

９
６
５
―

６
４

１
１
、�
０
７
２
―

９
６
６

―

６
５
２
７
、
西
�
０
６
―

６
７
８
８
―

０
０
８
５
、�

０
６
―

６
７
８
８
―

２
９

１
６
）

新事業が７月からスタート

産
後
ケ
ア
事
業

すす
ここ
やや
かか
親親
子子
☆☆

トト
ララ
イイ
メメ
ーー
ルル

第
２
次
世
界
大
戦
終
戦

か
ら
今
年
で
７０
年
を
迎
え

ま
す
。

平
和
は
全
世
界
共
通
の

願
い
で
す
。
市
で
は
、
戦

争
の
悲
惨
さ
や
平
和
と
生

命
、
人
権
の
尊
さ
を
考
え

る
た
め
、次
の
と
お
り「
平

和
の
つ
ど
い
」
を
開
催
し

そ
ろ

ま
す
。
家
族
揃
っ
て
お
越

し
く
だ
さ
い
。

疎
開
体
験
の
お
は
な
し

市
内
在
住
の
元
教
師
・

黒
川
泰
子
さ
ん
が
、
子
ど

も
た
ち
を
連
れ
て
疎
開
し

た
と
き
の
こ
と
や
、戦
中
・

戦
後
の
体
験
を
語
り
ま
す
。

�時
７
月
２８
日
�
１３
時
〜

１４
時

�所
市
役
所
本
庁
舎

１８
階
大
会
議
室

�定
５０
人

（
申
込
先
着
順
）

※
手

話
通
訳
あ
り
（
７
月
２１
日

�
ま
で
に
要
申
込
み
）。

原
爆
体
験
の
お
は
な
し

市
内
在
住
の
原
爆
被
害

者
が
当
時
の
体
験
を
語
り

ま
す
。

�時
８
月
４
日
�
・
６
日

�
１１
時
〜
１１
時
４０
分

�所

府
立
中
央
図
書
館
お
は
な

し
の
へ
や

�定
各
５０
人（
当

日
先
着
順
）

平
和
資
料
展

�時
８
月
４
日
�
〜
９
日

�
９
時
〜
１９
時
（
土
・
日

曜
日
は
１７
時
ま
で
）

�所

府
立
中
央
図
書
館
展
示
コ

ー
ナ
ー

※
申
込
不
要
。

ア
ニ
メ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

「
ヒ
ッ
ク
と
ド
ラ
ゴ
ン
」

「
お
か
あ
ち
ゃ
ん
ご
め
ん
ね
」�2015 TwentiethCentury FoxHomeEntertainment LLC.AllRights Reserved.

�時
８
月
７
日
�
１０
時
〜

１１
時
４５
分
・
１３
時
３０
分
〜

１６
時
（
い
ず
れ
も
開
場
は

３０
分
前
）

※
午
前
は「
ヒ

ッ
ク
と
ド
ラ
ゴ
ン
」の
み
、

午
後
は
２
本
上
映
。
�所
府

立
中
央
図
書
館
ラ
イ
テ
ィ

ホ
ー
ル

�定
各
３
８
０
人

（
当
日
先
着
順
）

※
１

歳
６
か
月
〜
就
学
前
幼
児

の
保
育
あ
り
（
７
月
３１
日

�
ま
で
に
要
申
込
み
）。

ピ
ー
ス
コ
ン
サ
ー
ト

広
島
で
被
爆
し
た
ピ
ア

ノ
を
使
っ
た
平
和
を
伝
え

る
コ
ン
サ
ー
ト
と
、
チ
ベ

ッ
ト
で
の
厳
し
い
環
境
で

育
ち
、
歌
手
と
な
っ
た
バ

イ
マ
ー
ヤ
ン
ジ
ン
さ
ん（
写

真
）
が
「
違
い
を
認
め
合

う
こ
と
〜
人
と
の
つ
な
が

り
を
見
直
そ
う
」
を
テ
ー

マ
に
日
本
と
チ
ベ
ッ
ト
の

文
化
の
違
い
や
大
切
に
し

た
い
も
の
の
お
話
と
チ
ベ

ッ
ト
の
歌
な
ど
を
披
露
し

ま
す
。

�時
�内
▽
８
月
２１
日
�
�

被
爆
ピ
ア
ノ
コ
ン
サ
ー
ト
、

朗
読
、ピ
ア
ノ
演
奏
な
ど

▽
８
月
２８
日
�
�
バ
イ
マ

ー
ヤ
ン
ジ
ン
さ
ん
に
よ
る

ト
ー
ク
＆
コ
ン
サ
ー
ト

☆
い
ず
れ
も
１４
時
〜
１５
時

３０
分

�所
府
立
中
央
図
書

館
ラ
イ
テ
ィ
ホ
ー
ル

�定

各
３
８
０
人
（
申
込
先
着

順
）

※
１
歳
６
か
月
〜

就
学
前
幼
児
の
保
育
と
手

話
通
訳
あ
り
（
い
ず
れ
も

各
開
催
日
の
１
週
間
前
ま

で
に
要
申
込
み
）。

◇

◇

�申
基
本
事
項
（
８
面
に

掲
載
）
と
保
育
が
必
要
な

場
合
は
子
ど
も
の
生
年
月

日
・
性
別
、
手
話
通
訳
の

要
否
を
ハ
ガ
キ
で（
電
話
、

フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
、

直
接
も
可
）

�申
�問
〒
５７７
―

８
５
２
１
市

役
所
人
権
啓
発
課

０
６

（
４
３
０
９
）３
１
５
６
、

�
０
６（
４
３
０
９
）３
８

２
３
、
�jin

k
en
k
eih

a
ts
u
@
city
.h
ig
a
s
h
i

o
s
a
k
a
.lg
.jp

�������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

市政だよりでは毎月１５日号に、

ラグビーファン（fan）を増やし、

楽しむ（fun）ためのコラムを掲載

します。

イングランド大会
世界の強豪が勢ぞろい

ラグビーワールドカップのイン

グランド大会が今年９月に開催さ

れます。ラグビーワールドカップ

イングランド大会をより楽しむた

めに最新の世界ランキング上位３

か国を紹介します。

まず、ランキング１位のラグビ

ー王国ニュージーランドです。同

国が最初に国際試合を行ったのは

１９０３年、その後１１０年の歴史で世界

中全ての国に勝ち越しています。

キャプテンのリッチー・マコウは、

同国首相よりも有名と言われる国

民的スターで世界最優秀選手に３

度輝いています。

ランキング２位は、南アフリカ

共和国です。ニュージーランドの

好敵手であり、かつてはニュージ

ーランド代表に唯一勝ち越してい

た国です。南アフリカのラグビー

は非常に激しく、世界最大級の肉

体とパワーを武器に戦います。し

かし、力勝負一本槍だったスタイ

ルも、近年はキック主体のスタイ

ルに移行しつつあります。それで

もモールやスクラムでの強さは驚

嘆するばかりです。

そして、ランキング３位のアイ

ルランドです。高いキックで敵陣

に入り込み、ボールの落下点にフ

ォワード全員で殺到しボールを支

配する豪快な戦術を駆使します。

また、ひたむきなタックルでトラ

イをめざす姿は「魂のラグビー」

と評され、しばしば観客の心を打

ちます。

イングランド大会の試合は全て、

日本でも中継される予定ですので、

ぜひご覧ください。

◇ ◇

�問花園ラグビーワールドカップ
２０１９推進室 ０６（４３０９）３０２０、�０６
（４３０９）３８４７

in HANAZONO

ワールド
カップが
やってく

る！

ラ
グ

ビー

４４
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※１ 民間企業などにおける勤務経験とは、民間企業や官公庁などにおいて会社員や公務員、自営業者な
どとして勤務した経験をいいます。なお、正社員、非常勤、アルバイトなど雇用形態は問いません
が、１週間の平均勤務時間が３０時間以上であることが必要です。ただし、育児休業、休職などで休
んでいた期間（産前産後休暇期間は除く）、在学中におけるアルバイトなどは含みません。

※２ 上級事務（福祉）は、福祉部門での相談、指導、支援、調査などの専門的業務です。
※３ 上級土木Ｂは、上下水道企業職員としての採用になります。
※４ 上級薬学・上級獣医師は公衆衛生部門での業務です。
※５ 幼稚園教員で日本国籍を有しない人の採用は、任用期限がない常勤講師に任用します。ただし、そ

の職名は教諭（指導専任）とします。
※６ 養護教諭は、市立幼稚園での勤務となります。

昭和６１年４月２日以
降に生まれた方

保健師免許をすでに取得または平成２８年３月末
日までに取得見込みの方

３人保健師医療職

昭和５６年４月２日以
降に生まれた方

養護教諭免許をすでに取得または平成２８年３月
末日までに取得見込みの方

１人養護教諭 ※６

昭和５６年４月２日以
降に生まれた方

保育士資格および幼稚園教諭免許を、すでに取
得または平成２８年３月末日までに取得見込みの
方２人幼稚園教員 ※５

昭和６１年４月２日以
降に生まれた方

１１人保育士

平成６年４月２日か
ら平成１０年４月１日
までに生まれた方高等学校の専門課程修了程度の学力を有する方

１人電 気

初

級
１人建 築

高等学校卒業程度の学力を有する方８人事務（一般）

昭和５６年４月２日以
降に生まれた方

獣医師免許をすでに取得または平成２８年３月末
日までに取得見込みの方

１人獣医師 ※４

上

級

昭和６１年４月２日以
降に生まれた方

薬剤師免許をすでに取得または平成２８年３月末
日までに取得見込みの方

２人薬 学 ※４

学校教育法による大学（短大を除く）または高
等専門学校（専修学校・専門学校を除く）の専
攻科を、すでに卒業または平成２８年３月卒業見
込みで、それぞれの専門課程をすでに修了また
は平成２８年３月修了見込みの方

５人土木Ｂ ※３

４人土木Ａ

昭和６１年４月２日以
降に生まれた方

学校教育法による大学（短大を除く）をすでに卒業
または平成２８年３月卒業見込みで、心理学の専門
課程を修了または平成２８年３月修了見込みの方

１人心理判定員

昭和６１年４月２日か
ら平成６年４月１日
までに生まれた方

社会福祉士資格または精神保健福祉士資格を、
すでに取得または平成２８年３月末日までに取得
見込みの方

２人
事務（福祉）
※２

昭和６１年４月２日か
ら平成３年４月１日
までに生まれた方

民間企業などにおいて平成２７年３月３１日までに
３年以上の継続した勤務経験がある方

５人
事務（民間企
業等経験者）

※１

平成３年４月２日か
ら平成６年４月１日
までに生まれた方

大学卒業程度の学力を有する方３６人事務（一般）

年 齢資 格 な ど採用予
定人数職種区

分

職種および採用予定人数、受験資格（事務・技術職員、幼稚園教員、養護教諭）

昭和６１年４月２
日から平成１０年
４月１日までに
生まれた方

自力で通勤ができ、介護者なしに一般事務職として
の職務遂行が可能であり、次の条件を全て満たす方
	高等学校卒業程度の学力を有する
	身体障害者手帳（１級～６級）の交付を受けている
	活字印刷文による出題に対応できる

１人
事 務

（身体障害者
対象）

初
級

年 齢資 格 な ど採用予
定人数職種区

分

職種および採用予定人数、受験資格（身体障害者が対象の事務職員）

９
月
２７
日
�
に
行
わ

れ
る
東
大
阪
市
議
会
議

員
お
よ
び
市
長
選
挙（
告

示
日
９
月
２０
日
�
）
の

立
候
補
予
定
者
説
明
会

を
次
の
と
お
り
開
催
し

ま
す
。

�時
８
月
３
日
�
１４
時

か
ら

�所
市
役
所
本
庁

舎
１８
階
大
会
議
室

�問
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局

０
６
（
４
３

０
９
）
３
２
８
７
、
�

０
６（
４
３
０
９
）３
８

４
９

市
議
会
議
員
・
市
長
選
挙

立
候
補
予
定
者
説
明
会

ピースウィーク 平和のつどい

終戦から７０年

あ
な
た
の
力
を
東
大
阪
に

平
成
２８
年
度
市
職
員
を
募
集

楽楽ししくく、、安安心心ししたた子子育育ててをを
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その他のつづき

７月２５日は土曜開庁日
市役所本庁舎の一部窓口業務開設

第４土曜日に市役所本庁舎の一部

窓口業務を開設しています。手続き

の際には、運転免許証やパスポート

など本人確認ができる書類をお持ち

ください。他市町村や警察署への確

認などが必要な場合は、取扱いがで

きないことや手続きが完了しないこ

とがありますので、詳しくは担当課

へお問合せください。

なお、土曜開庁時にも英語、韓国

・朝鮮語、中国語での通訳業務を行

っています。

�時７月２５日�９時～１２時 �所市役
所本庁舎２階・３階

取扱業務は次のとおりです。

【児童手当などの関係】
�児童手当や児童扶養手当などの
申請

�問国民年金課 ０６（４３０９）３１６５、�
０６（４３０９）３８０５

【国民健康保険・後期高齢者医療
保険関係】
�加入・脱退・変更の申請や各種
療養費の給付申請、保険料の納付・

相談など

�問�医療保険室資格給付課 ０６

（４３０９）３１６７、�０６（４３０９）３８０４ �
医療保険室保険料課 ０６（４３０９）３１６８、

�０６（４３０９）３８０７

【医療助成関係】
�子どもや障害者などの医療費助
成にかかる医療証の申請および療養

費の申請など

�問医療助成課 ０６（４３０９）３１６６、�
０６（４３０９）３８０５

【住民関係】
�戸籍届、住民異動届、印鑑登録
などの届出や住民票、印鑑証明など

の各種証明書交付など

�問市民課 ０６（４３０９）３１７２、�０６
（４３０９）３８０４

【市税関係】
�市税の各種証明書発行や納付・
相談・申告受付・申請受付・閲覧・

届出、原動機付自転車および小型特

殊自動車の登録・廃車

�問�税制課 ０６（４３０９）３１３１、�０６
（４３０９）３８１０ �市民税課 ０６（４３０９）

３１３５、�０６（４３０９）３８０９ �固定資産
税課 ０６（４３０９）３１４３～３１４４、�０６
（４３０９）３８１１ �納税課 ０６（４３０９）

３１４７～３１５２、�０６（４３０９）３８０８
◇ ◇

�問政策調整室 ０６（４３０９）３０１６、�
０６（４３０９）３８４７

上下水道局職員や上下水道局か

ら依頼を受けた業者を装い、「水道

管の清掃をします」「水が漏れてい

るので修理が必要です」などと、

家庭を訪問して法外な料金を請求

する事例が増えています。

また、「無料で水質検査を行いま

す」「水道の使用頻度の調査に来ま

した」と言い、個人情報を聞き出

そうとする業者に関する苦情・相

談が上下水道局や消費生活センタ

ーに数多く寄せられています。断

っても強引に作業を続けたり、家

に上がり込んだりする悪質なケー

スも発生しています。

上下水道局の職員や上下水道局

から依頼を受けた業者は、市民の

依頼なく訪問し、水質検査や水道

管の洗浄、修繕、浄水器の販売を

行うことはありません。悪質訪問

業者の勧誘にはくれぐれも用心し

てください。

万一不審に思った場合は、職員

証の提示を求めるなど、被害に遭

わないように充分注意してくださ

い。

【実際にあったケース】
�事例１�水質調査と言って、
塩素に反応する試薬を水に入れ、色

が変わるのを見せて、管のサビ抜き

をしますと言われた �事例２�
水道管の無料清掃を行うと言って

個人情報の記入を求められた �
事例３�あらかじめ玄関外にある

止水栓を絞

り、水の出

を悪くして

おいて給水

管の洗浄を

勧められた

【上下水道局では次のようなこ
とは一切行っていません】
�依頼のない水質検査や蛇口の
点検、水道管の清掃 �有料での
メーター交換 �浄水器の訪問販
売 �その他水道に関する訪問販
売

【おかしいなと思ったら】
�「上下水道局に電話して確認
する」と告げ、家に入れない �
職員証の提示を求める �脅され
るなど悪質なケースは、すぐに警

察に連絡する �その他不審なこ
とがあれば上下水道局水道総務部

総務課に連絡する

【万一契約してしまい困ったと
きは】
「業者に勧められるまま器具を

購入してしまった」「不当に金銭を

要求された」など、契約締結以後

のトラブル、クーリング・オフ制

度などに関しては、消費生活セン

ターにご相談ください。

◇ ◇

�問�水道総務部総務課 ０６

（６７２４）１２２１、�０６（６７２１）２３７４
�消費生活センター ０７２（９６５）

０１０２、�０７２（９６２）９３８５

あさひっこ

【夏のゆうべ】
�時７月２４日�１８時～２０時 �内出店、
バザー、手作りおもちゃなど

�問あさひっこ（旭町子育て支援セ
ンター） ０７２（９８０）８８７１、�０７２
（９８５）１０５５

ももっこ

【それいけ�GUNGUN】
�時７月３１日�１０時３０分～１１時３０分
�所ももの広場（楠根）４階 �対１歳６
か月以上の乳幼児 �定２０組（申込先
着順） �申７月２１日�１０時から電話で
【しゃぼん玉＆水遊び】
�時８月４日�１０時３０分～１１時３０分
�所ももの広場（楠根）１階 �対就学
前乳幼児 �定２０組（申込先着順）
�料５０円 �持着替え、履物 �申７月２７
日�１０時から電話で
【まんぼーりとみっく】
�時８月５日�１０時３０分～１１時３０分
�対８か月以上の未歩行児 �定１２組（申
込先着順） �申７月２８日�１０時から
電話で

◇ ◇

�申�問ももっこ（楠根子育て支援セ
ンター）０６（４３０６）４１５１、�０６（４３０６）
３０８０

長瀬子育て支援センター

【大好き�水遊び�】
ビニールプールや簡易プールで水

遊びをします。 �対�時�２歳以上の
未就園児�７月２４日�・３１�、８月
１０日�・１９日� �１歳児�７月２９
日�、８月３日�・１２日�・２４日�
�１歳以上の未就園児�８月２６日�
☆いずれも１０時～１１時 ※お座りの

できる０歳児を対象に、７月１５日～

８月２６日の水曜日１３時４５分～１４時３０

分も開催します（赤ちゃんタイム内）。

�持水着または布パンツ（紙パンツ不
可）、バスタオル、飲み物

【よちよちタイム】
�時７月１３日�・２４日�・３１日�１３
時３０分～１５時３０分 �対歩き始めから
１歳１１か月の乳児

◇ ◇

�問長瀬子育て支援センター ０６

（６７２８）１８００、�０６（６７２８）２４１３

鴻池子育て支援センター

【ベビーマッサージと子育ての話】
�時７月３１日�１０時～１１時 �対２か
月～９か月の未歩行児 �定２５組（申
込先着順） �持バスタオル �申７月
１６日�１３時から電話で
【どうしたらいいの？おむつはずれ】
�時７月３１日�１４時～１５時 �対１歳
６か月～４歳の乳幼児 �定１２組（申
込先着順） �申７月２１日�１３時から
電話で

【ランチタイムを楽しもう】
保育所の給食を試食しながら、交

流します。 �時８月７日�１０時３０分
～１２時 �対１歳６か月以上の未就園
児 �定１０組（申込先着順） �料１人
１５０円 �持コップ、大人用の箸、飲み
物 �申７月２３日�１３時から電話で

◇ ◇

�申�問鴻池子育て支援センター ０６

（６７４８）８２５１、�０６（６７４３）０５７７

荒本子育て支援センター

【あいあいプラス～おやつの体操】
�時７月１７日�・２４日�・３１日�・
８月３日�・１４日�・１７日�・２８日
�１３時３０分～１５時３０分 �対就学前乳
幼児

【親子クッキング】
ミックスジュースを作ります。

�時８月７日�１４時～１５時 �対２歳以
上の幼児 �定１２組（申込先着順） �料
１００円 �申７月２４日�１３時から電話で
【赤ちゃんタイム】
�時毎週水曜日１３時３０分～１６時 �対
未歩行児

◇ ◇

�申�問荒本子育て支援センター ０６

（６７８８）１０５５、�０６（６７８８）２５９７

つどいの広場

【こども応援ひろば】
工作、おもちゃブース、影絵などの

ほか、０歳児から小学生まで楽しめ

るブースもあります。 �時７月１９日
	１０時～１３時（受付は１２時３０分まで）
�所�問東大阪大学こども研究センタ
ー（西堤学園町３） ０６（６７８２）２８２１

（�兼用）
�問子育て支援課 ０６（４３０９）３３０２、

�０６（４３０９）３８１７
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●記号の見方
�時とき �所ところ �対対象 �定
定員・定数 �内内容 �料料金（表
示のないものは無料） �持持ち物
�申申込方法・申込み先など �問
問合せ先 �Ｅメールアドレス
●申込みの基本事項
�行事名または教室名
�住所
�氏名（ふりがなも）
�年齢
�電話・ファクス番号
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親子でいっしょに遊ぼう�
子育て支援センター＆つどいの広場の催し
※車での来場はご遠慮ください。�所の記載のない催しは、各子育て支援セ
ンターで開催。�対は子どもについてのみ記載していますが、全て保護者
が同伴してください。申込方法の記載のない催しは申込不要です。

悪質訪問業者の勧誘にご注意�
上下水道局職員や委託業者のなりすまし

東 大 阪 市 政 だ よ り （８）平成２７年７月１５日



不動産相談

�時７月２８日�１０時～１４時（受付は
１３時３０分まで） �所市役所本庁舎１
階相談室 �定１０人（当日先着順）
�内土地、建物、登記など不動産に関
すること

�問指導監察課 ０６（４３０９）３２４５、�
０６（４３０９）３８３４

司法書士による相談

�時７月１６日�１４時～１６時（受付は１５
時３０分まで） �所市役所本庁舎１階相
談室 �定８人（当日先着順） �内相続、
売買、贈与などの登記や供託、訴訟、

調停などの裁判手続き、成年後見など

�問市政情報相談課 ０６（４３０９）３１０４、

�０６（４３０９）３８０１

グリーンパルの催し＆教室

【落語会グリーンパル寄席】
�時８月２３日�１３時～１５時３０分 �定

２００人（当日先着順） �内素人寄席天
満天神の会による落語

【陶芸教室】
�時８月３０日�１３時３０分～１６時 �定

１２人（抽選） �料２，０００円 �申基本事
項（８面に掲載）を８月２１日�（必
着）までに往復ハガキで

◇ ◇

�対市内在住・在勤（いずれか）の方
�所�申�問〒５７８―０９７５中鴻池町２―３―１３
グリーンパル（中鴻池） ０６（６７４７）

１５９２、�０６（６７４４）２７４８

郷土博物館
古代人なりきり体験

まが たま

勾玉を作ったり、古代人の服やよ

ろいを身につけたりして、古代の人々

の暮らしを体験します。 �時８月２
日�１０時３０分～１４時３０分 �対小学生
とその保護者 �定１５人（申込先着順）
�持弁当、飲み物、敷物、雨具など
※入館料（一般５０円、高校・大学生

３０円、小・中学生２０円）が必要。

�申７月１６日�９時から電話で
�所�申�問郷土博物館 ０７２（９８４）６３４１、

�０７２（９８６）１４３２

発掘ふれあい館
火おこし選手権

「マイキリ式」の火おこし器を使い、

木と木をこすり合わせて火をおこす

早さを競います。 �時７月２５日�～
８月２日�９時３０分から・１０時５０分
から・１３時から・１４時１０分から・１５

時２０分から（７月２７日�は休館）
�対小・中学生 ※１・２年生の部、

３・４年生の部、５・６年生の部、

中学生の部の４部門で競い、上位３

人を表彰します。 �定各６人（申込
先着順） �申電話または直接
�所�申�問発掘ふれあい館（埋蔵文化
財センター）０７２（９８３）２３４０、�０７２
（９８２）９４１１

夏休みのイベント
自由の森なるかわ

野外活動や共同生活を通して「生

きる力」を養います。

【サマーキャンプ】
�時８月１１日�～１３日�（２泊３日）
�対小学生 �定５０人（申込先着順）
�料２１，０００円
【アドベンチャーキャンプ】
�時８月１７日�～２１日�（４泊５日）
�対小学校３年生～高校生 �定４０人（申
込先着順） �料３５，０００円

◇ ◇

�内アウトドアクッキング、森の遊
び、自然クラフト、キャンプファイ

ヤーなど �申電話で
�申ユースサービス大阪 ０６（６５６１）

７８００、�０６（６５６１）７８０１
�所�問自由の森なるかわ（市立野外
活動センター） ０７２（９８６）１５５１、�
０７２（９８６）１５５０

親子で楽しむおはなし会

�時８月２日�１０時３０分～１２時 �対
市内在住の小学生とその保護者 �定
４０人（当日先着順） �内「かちかち
山」「ちいさなちいさなおばあさん」

など

�所�問花園図書館 ０７２（９６５）７７００、

�０７２（９６５）９２１２

市民グラウンド・ゴルフ大会

�時９月１６日�８時３０分から（１９日�
予備日） �所吉田春日グラウンド
�対市グラウンドゴルフ協会登録者以
外の市内在住・在勤（いずれか）の

方 �定６０人（申込先着順） �料３００円
�申８月１０日�１０時～１１時３０分に東大
阪アリーナへ料金を持って直接

�問�市グラウンドゴルフ協会「金
光」０７２（９８７）１８３４ �青少年スポー
ツ室 ０６（４３０９）３２８２、�０６（４３０９）３８３５

ドリーム２１の催し

【満天の星空をもとめて】
最先端のコンピュータによる映像

で天の川銀河の成立ちなどを紹介し

ます。 �時７月２１日�～８月３１日�
１７時１５分～１７時４５分 �所ドリーム２１
�定各２６０人（当日先着順） �料２００円
（３歳以下は無料）

【星をみる会】
月や土星、夏の星座を観察します。

�時７月２５日�１９時～２０時３０分 ※雨

天曇天中止（当日１６時以降にお問合

せください）。 �所ドリーム２１ ※小

学生以下のみの参加不可。申込不要。

【夏休み星空たんけん隊】
望遠鏡の使い方を学び、星のくに

で星の観察をします。 �時８月２２日�
１５時～１７時、２３日�１５時～２０時、２５
日�～２６日�（１泊２日） ※計４日

間。 �所ドリーム２１、星のくに（奈良
県五條市大塔町） �対全日程参加でき
る小学校４年生～中学生 �定２０人（抽
選） �料６，０００円 �申基本事項（８面に
掲載）と学校名、学年、性別、生年月

日を８月２日�（必着）までにハガキ
で（１人１枚。Ｅメール、直接も可）

◇ ◇

�申�問〒５７８―０９２３松原南２―７―２１ ド

リーム２１ ０７２（９６２）０２１１、�０７２
（９６２）０８１０、�info@dream21.hi
gashiosaka.osaka.jp

絵本でわくわく

�時７月２２日�１１時～１２時 �対市内
在住の就学前乳幼児とその保護者

�定１０組（当日先着順） �内絵本の読
み聞かせ、手遊び、わらべ歌など

�所�問はすの広場（近江堂） ０６

（６７３０）０８４０、�０６（６７３０）５７２３

市政世論調査にご協力を

市では、市民の皆さんの意見を市

政に反映させていくため、「東大阪市

政世論調査」を毎年実施しています。

今年度も、住民基本台帳から無作

為に選んだ約２，７００人に調査票を送り

ます。調査票が届いた方は協力をお

願いします。

�問市政情報相談課 ０６（４３０９）３１０４、

�０６（４３０９）３８０１

固定資産税・都市計画税第２期分
納期限は７月３１日

固定資産税・都市計画税第２期分

の納期限は７月３１日�です。納期限
までに市税取扱金融機関や郵便局ま

たはコンビニエンスストア（バーコ

ードの印字されている納付書に限る）

で納めてください。また、口座振替

を利用している方は、預金残高を確

認してください。なお、納付書を紛

失した場合は再発行しますので、ご

連絡ください。

�問納税課 ０６（４３０９）３１４８、�０６
（４３０９）３８０８

提出はお済みですか
児童手当・特例給付現況届

児童手当・特例給付現況届の提出

期限は、６月３０日でした。５月まで

児童手当を受給していた方は、児童

手当・特例給付現況届（６月４日に

送付済）の提出が必要です。早急に

郵送するか、国民年金課または行政

サービスセンターに提出してくださ

い。現況届の提出がない場合、６月

分以降の支給がいったん停止となり

ますのでご注意ください。

�問国民年金課 ０６（４３０９）３１６５、�
０６（４３０９）３８０５

始めよう、地球にやさしい生活
７月２７日から打ち水週間

市では、７月２７日～３１日を打ち水

週間とし、職員が市役所本庁舎周辺

で打ち水をします。

打ち水には、ヒートアイランド現

象の緩和や環境意識の啓発、水の再

利用の促進、近隣コミュニティの再

生などさまざまな良さがあります。

家庭や事業所でも、雨水や風呂の残

り水を利用して打ち水をしましょう。

打ち水をしている写真や気温の変

化をＥメールで送ってください。打

ち水の良さを知ってもらうためウェ

ブサイトなどに掲載します。

�問環境企画課 ０６（４３０９）３１９８、�
０６（４３０９）３８１８、�kankyokikaku
@city.higashiosaka.lg.jp

【事例】
�３年前に契約した新聞が来月
から入る。母が施設へ入所するの

で「解約したい」と言うと、もら

った景品の代金を請求された。

�高齢で視力が弱くなり、新聞
が読みづらくなった。販売店に解

約を伝えると「あと５年の契約期

間が残っている。解約するなら解

約料が必要だ」と言われた。

�８５歳の父が「３万円の商品券

をあげる」と言われてサインする

と、７年間の新聞契約だった。

【解説】
新聞契約の景品代金や解約料に

関するトラブルが後を絶ちません。

訪問販売で契約した場合、契約

書を受け取ってから８日以内であ

ればクーリング・オフ（無条件解

約）ができます。しかし、クーリ

ング・オフ期間が過ぎると販売店

と解約の交渉をしなければなりま

せん。

景品は業界基準でその金額の上

限が決められています。高額な景

品をつけて、高齢者に長期の契約

をさせることも問題です。

生活や身体状況の変化など事情

が変わることもあり、長期間や数

年先からの契約はトラブルの元で

す。期間を定めない契約であれば、

いつでも解約ができます。契約す

るのは	新聞
です。景品に惑わ
されず、契約は慎重にしましょう。

おかしいなと思ったら消費生活

センターに相談しましょう。

◇ ◇

�問消費生活センター ０７２（９６５）

０１０２、�０７２（９６２）９３８５
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～緊急度レベル★★★★☆

なかなか減らない
新聞の契約トラブル

ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪（９） 平成２７年７月１５日
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学ぶのつづき

五条老人センターの教室

【交通安全＆防犯教室】
�時７月２９日�１０時～１１時３０分 �定

４０人（申込先着順）

【ビーズでピアスやイヤリング作
り】
�時８月４日�１３時～１５時 �定１５人

（申込先着順） �料６００円 �持フェル
ト（３０�四方）、ニッパー

◇ ◇

�対市内在住の６０歳以上の方 �申７
月１５日�から電話または直接
�所�申�問五条老人センター ０７２

（９８５）３７５１、�０７２（９８６）７５９２

市民ふれあいホールの教室
カ キ ラ

【KaQiLa】
ろっこつ

肋骨エクササイズをします。 �時
火曜日１０時～１０時４５分 �対１８歳以上
の女性 �定１５人
【リラックスヨガ】
�時火曜日１３時～１４時・１９時１５分～

２０時１５分、金曜日１０時～１１時 �対１８
歳以上の女性 �定各３０人
【キッズチア】
�時火曜日１６時３０分～１７時３０分 �対
４歳～小学校２年生 �定３０人

ヒ ッ プ ホ ッ プ

【HIPHOP】
�時水曜日１３時～１３時５０分 �対１８歳
以上の女性 �定３０人

ズ ン バ

【ZUMBA】
世界中のダンス音楽を取り入れた

運動です。 �時水曜日１４時～１４時５０
分 �対１８歳以上の女性 �定３０人

ズ ン バ ゴ ー ル ド

【ZUMBA GOLD】
ZUMBAより遅めの曲に合わせて

運動します。 �時金曜日１１時１０分～
１２時 �対１８歳以上の女性 �定３０人
【姿勢改善体操】
�時金曜日１０時～１１時 �対１８歳以上
の女性 �定１０人
【ジュニアテニス】
レッドボールを使用します。 �時
�対土曜日�９時～１０時�幼稚園児・
小学校低学年 �１０時～１１時・１１時
～１２時�小学生 �定各１５人
【ジュニアバレエ】

�時�対土曜日�１０時～１１時�幼稚園
児 �１１時～１２時�小学生 �定各１０
人

◇ ◇

※いずれも申込先着順。無料体験

あり。 �料各月３，２４０円 ※キッズチ

ア、ジュニアバレエは８，６４０円（２か

月分）。 �持運動ができる服、室内用
シューズ、タオル、ヨガマットまた

はバスタオル（KaQiLa、リラックス

ヨガのみ）、なわとび（キッズチアの

み）、飲み物 �申基本事項（８面に掲
載）を８月３１日�（必着）までにハ
ガキで（電話、ファクスも可）

�所�申�問〒５７９―８０３５鳥居町３―３ 市民

ふれあいホール ０７２（９８２）６５６３、�
０７２（９８２）２７６８

着物リメイク教室

ロングベストを作ります。 �時８
月１７日�１３時～１７時 �対市内在住・
在勤・在学（いずれか）の方 �定２０
人（抽選） �料５００円 �申基本事項
（８面に掲載）を８月２日�（消印
有効）までに往復ハガキで

�所�申�問〒５７９―８０５４南四条町１―７ や

まなみプラザ（四条）０７２（９８８）３１０７

（�兼用）

人権教育研究集会全体会
子どもの今と未来を考える集い

�時８月６日�１４時～１６時３０分（開
場は１３時３０分） �所東大阪アリーナ
�内基調・実践報告、記念講演「めざす
子ども像に迫るキャリア教育」 ※

３歳～小学校１年生の保育（定員２０

人で当日先着順）と手話通訳あり。

�問人権教育室 ０６（４３０９）３２８４、�
０６（４３０９）３８３８

彫刻家・本多紀朗の粘土教室

粘土で自分の手形をとって色を塗

ります。 �時８月２３日�１０時～１２時
�対小学生以下の方 ※保護者同伴可。

�定３０人（申込先着順） �申７月１５日�
～８月９日�に電話で ※月曜日は

休館。旧河澄家ウェブサイトの問合

せフォームからも申込み可。

�所�申�問旧河澄家（日下町７） ０７２
（９８４）１６４０（�兼用）

地域型ボランティア養成講座

ボランティアについて学び、お住

まいの地域を中心にボランティア活

動をしてみませんか。 �時７月３１日
	・８月２８日	１０時～１２時 ※８月

３日�～２７日�のうち１日、市内福
祉施設でボランティア体験あり。計

３日間。 �対全日程受講でき、講座
修了後ボランティアとして活動でき

る方 �定３０人（申込先着順） �料２００
円 �申基本事項（８面に掲載）と受講
動機を７月２４日	（必着）までにハガ
キで（電話、ファクス、直接も可）

�所�申�問〒５７７―００５４高井田元町１―２―
１３ 総合福祉センター内ボランティ

ア・市民活動センター ０６（６７８９）

５５５０、�０６（６７８９）２９２４

仕事で使えるパソコン講座

�時�内７月２２日��１０時～１３時�ワ
ード（ビジネス文書） �１３時３０分～
１６時３０分�パワーポイント（基本的
な操作方法、表） �対１５歳～３９歳の
求職中の方 �定各６人（申込先着順）
�申７月１５日�～２１日�に電話で
�所�申�問東大阪若者サポートステー
ション（高井田元町２） ０６（６７８７）

２００８、�０６（６７８７）２０１８
�問労働雇用政策室 ０６（４３０９）３１７８、

�０６（４３０９）３８４６

ＡＭラジオを作ろう

ラジオ工作を通して無線の仕組み

を学びます。 �時８月２９日
１３時～
１５時３０分 �所市立産業技術支援セン
ター（高井田中１） �対市内在住の小
学校４年生～６年生とその保護者

�定３０人（申込先着順） �申基本事項
（８面に掲載）と学校名、学年を７

月２７日�～８日７日	にファクスま
たはＥメールで ※東大阪地域活性

化支援機構ウェブサイトの申込みフ

ォームからも可。

�申�問ＮＰＯ法人東大阪地域活性化
支援機構 ０６（６７４５）２３３７、�０６（６７４３）
０１２２、�info@npo�higashiosaka.
org

�問モノづくり支援室 ０６（４３０９）

３１７７、�０６（４３０９）３８４６

ＮＰＯ初心者セミナー
はじめてのＮＰＯ

ＮＰＯの基本的な活動や運営、法

人設立のメリットとデメリットにつ

いて学びます。 �時８月１日
１３時
～１５時 �所市役所本庁舎１８階大会議
室 �対市内で活動するＮＰＯの設立
を検討している方、ＮＰＯ初心者

�定４０人（申込先着順） �申基本事項
（８面に掲載）と所属団体名（団体

加入者のみ）、Ｅメールアドレス、質

問事項（あれば）を７月２７日�まで
に電話で（ファクス、Ｅメール、直

接も可）

�申�問ＮＰＯ・市民活動支援課 ０６

（４３０９）３３５０、�０６（４３０９）３８１２、�
npo�shimin@city.higashiosaka.lg.
jp

楽らくトライ体操推進員養成講座

楽らくトライ体操を習得し、地域

で介護予防の普及活動をする指導者

（ボランティア）を養成します。

�時８月２１日～１０月２日の金曜日９時
３０分～１１時３０分（９月４日を除く計

６日間） �対全日程受講できる市内
在住の方 �定３０人（申込先着順）
�持運動ができる服・靴、タオル、飲
み物 �申７月１５日�～８月１４日	に
電話または直接

�所�申�問角田総合老人センター ０７２

（９６２）８０１１、�０７２（９６３）２０２０
�問地域包括ケア推進課 ０６（４３０９）

３０１３、�０６（４３０９）３８４８

ひとり親家庭の母のための
就労支援講座

【経理事務科】
簿記や社会保険実務、給与事務な

どの実践的な知識と、パソコンによ

る会計ソフトの操作技術を習得しま

す。 �時�準備講習�９月２４日�～
３０日� �本訓練�１０月１日�～１１
月３０日� ☆いずれも１０時～１５時３０

分（日曜日、祝日を除く） �所ＳＢ
キャリアカレッジ梅田校（大阪市北

区） �定２０人（抽選） �料７，３４４円
※６か月～就学前幼児の保育あり。

【パソコン実務習得科】
ワードとエクセルの基本操作を学

びます。 �時１０月１日�～１１月３０日
�１０時～１６時２５分（日・月曜日、祝
日を除く） �所イング堺東校（堺市
堺区） �定２０人 ※９月３日�に面
接あり。 �料１０，０００円 ※１歳～就

学前幼児の保育あり。

◇ ◇

�対ハローワーク所長の受講推薦な
どを受けたひとり親家庭の母 �申申
込書を７月１７日	～８月１１日�に直
接（土・日曜日、祝日を除く） ※申込

書はハローワークで配布。対象、申込

方法など詳しくはお問合せください。

�申ハローワーク布施（長栄寺）
０６（６７８２）４２２１、�０６（６７８３）６７６８
�問�大阪府雇用推進室人材育成課

０６（６２１０）９５３１、�０６（６２１０）９５２８
�子ども家庭課 ０６（４３０９）３１９４、�
０６（４３０９）３８１７

【アリーナフェスタ・アクアス
ロン競技大会】
�時９月２３日�９時～１６時 �対�料
�ジュニア�小学３年生～中学生
／２，０００円 �初心者�高校生以上
／３，０００円 �一般�高校生以上／
４，０００円 �リレー�高校生以上
（２人１組）／１組５，０００円 �定各
３０人 �申７月１５日�～８月２５日�
に料金を持って直接 ※銀行振込

も可。詳しくはお問合せください。

【アリーナフェスタ・フリーマ
ーケット出店者募集】
９月２３日�のアリーナフェスタ

に出店しませんか。 �定１００ブース
（１ブース２ｍ×２ｍ） �料１，５００
円 �申７月１５日�～８月２５日�に
料金を持って直接

【個人参加型バスケット】
集まった人でゲームします。

�時８月７日～１１月６日の金曜日１８
時３０分～２０時３０分 ※８月１４日・

２１日、９月１８日、１０月２日を除く。

�定各２５人 �料５００円 �申電話で
【子ども硬筆教室】
�時８月２２日
１０時～１０時４５分
�対５歳児～小学生でひらがなの読
める方 �定１０人 �料１，０００円 �申

電話予約のうえ、料金を持って直

接

【東大阪アリーナのお知らせ】
７月と８月は休まず営業します

（９時～２１時）。なお、７月２７日�
は水泳大会開催のため、終日プー

ルの一般利用ができません。

【７・８月の室内プール料金】
７月と８月はプール個人料金が

変わります。 �料�一般�２時間
まで５００円（超過料金３０分１００円）

�中学生以下の方�２時間まで２５０
円（超過料金３０分５０円）

◇ ◇

※いずれも申込先着順。持ち物

など詳しくは東大阪アリーナウェ

ブサイトをご覧ください。

�所�申�問東大阪アリーナ ０６

（６７２６）１９９５、�０６（６７２６）１９９４

���������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� ��������������������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

東東大大阪阪アアリリーーナナのの教教室室＆＆催催しし

いいっっししょょにに楽楽ししみみまませせんんかか

東 大 阪 市 政 だ よ り （１０）平成２７年７月１５日
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高齢福祉業務専門嘱託職員

福祉事務所で高齢福祉業務に従事

する専門嘱託職員を募集します。

�対昭和２５年８月２日以降生まれで、
介護支援専門員・社会福祉士・保健

師・看護師・精神保健福祉士（いず

れか）の資格がある方 �定１人 選
考日 ７月２７日� �申応募用紙を７
月２３日�（必着）までに郵送または
直接 ※詳しくは市ウェブサイトを

ご覧ください。

�申�問〒５７７―８５２１市役所高齢介護課
０６（４３０９）３１８５、�０６（４３０９）３８４８

ひとり親家庭自立促進計画
懇話会委員

ひとり親家庭の自立と子どもたち

の健全な成長を確保するため、（仮称）

第三次東大阪市ひとり親家庭自立促

進計画を策定します。策定にあたり、

懇話会の委員を募集します。 任期
来年３月３１日まで �対年４回程度開
催する会議に出席できる市内在住・

在勤（いずれか）の方（市の付属機

関の委員、市の外郭団体職員などを

除く） �定２人（書類選考） �申基
本事項（８面に掲載）と性別、職業、

ひとり親家庭の自立促進について考

えた作文と応募理由を７月２４日�（必
着）までに郵送（ファクス、Ｅメー

ルも可）

�申�問〒５７７―８５２１市役所子ども家庭
課 ０６（４３０９）３１９４、�０６（４３０９）３８１７、
�kodomokatei@city.higashiosak
a.lg.jp

大阪府警察官

�対１８歳～３３歳の方（女性のみ身長
１５０�以上、体重４３�以上の方）
�定男性３４０人、女性４０人 試験日 ９

月２０日� �申８月３日�まで ※受

験資格や申込方法など詳しくは大阪

府警ウェブサイトをご覧ください。

�問�大阪府警察官採用センター
０１２０（３７０）３１４ �布施警察署 ０６

（６７２７）１２３４、�０６（６７２７）７５７８

生活保護関係非常勤嘱託職員

ケースワーク補助員、扶養義務調

査員、債権管理適正化推進員、面接

相談員、就労支援員を募集します。

試験日 ８月８日� �申応募用紙を
７月２７日�（消印有効）までに郵送ま
たは２９日	までに直接 ※応募用紙

や募集要項は市ウェブサイトからダ

ウンロード可。

�申�問〒５７７―８５２１市役所生活福祉室
０６（４３０９）３１８２、�０６（４３０９）３８１５

生涯学習市民推進会議委員

市では、市民の皆さんの意見を生

涯学習推進活動に反映するため、生

涯学習市民推進会議を設けています。

委員改選にあたり、新しい委員を募

集します。任期は２年で、会議は年

２回程度（主に平日午後）の開催を

予定しています。

生
涯
学
習
の
マ
ス
コ

ッ
ト
「
マ
ナ
ビ
ィ
」

�対市内在住・在勤・在学（いずれ
か）の２０歳以上の方で、本市の他の

審議会委員に選任されていない方

�定若干名（書類選考） �申応募用紙
と「わたしの学びの活かし方」をテ

ーマに４００字～８００字にまとめた作文

（様式自由）を７月２４日�（必着）
までに郵送（ファクス、Ｅメール、

直接も可） ※応募用紙は市ウェブ

サイトからダウンロード可。

�申�問〒５７７―８５２１市役所社会教育課
０６（４３０９）３２７９、�０６（４３０９）３８３５、
�shakyo@city.higashiosaka.lg.jp

夏休み子ども作品作り

樹脂粘土でスイーツのメモスタン

ドやストラップを作ります。 �時８
月２９日�１３時３０分～１５時 �対市内在
住・在学（いずれか）の小学生～高校

生 �定１５人（抽選） �料５００円 �申基
本事項（８面に掲載）を７月３１日�
（消印有効）までに往復ハガキで

�所�申�問〒５７７―００５４高井田元町１―１１―
１７ 青少年女性センター ０６（６７８９）

５７４６、�０６（６７８９）２０４９

石ころアート

�時８月８日�１４時～１５時３０分 �定
１５人（申込先着順） �持アクリル絵
具（あれば）、手ごろな石 �申８月４
日
までに電話または直接
�所�申�問近江堂市民プラザ ０６

（６７３０）０８４０、�０６（６７３０）５７２３

普通救命講座～幼児の安全衛生

子どもに起こりやすい事故の予防

法と応急手当の方法などを学びます。

�時７月３０日�１３時～１６時 �定２０人（申
込先着順） �申基本事項（８面に掲
載）を７月１５日	～２２日	に電話で
（ファクス、Ｅメール、直接も可）

�所�申�問総合福祉センター内ファミ
リー・サポート・センター ０６（６７８５）

２６２５、�０６（６７８９）５６１１、�famisa
po@heartnet�hoshakyo.org

ひとり親家庭のための講座

【日商簿記３級受験対策講座】
�時８月２９日～１１月１４日の土曜日１０
時～１６時（計１２日間） �所リンクアカ
デミー大栄梅田校（大阪市北区）

�定３０人（抽選） �料５，５００円 �申７月
２９日	まで
【介護職員初任者研修】
�時９月５日～１２月１９日の土曜日１０
時～１７時（計１６日間） �所関西看護医
療予備校寺田校（大阪市天王寺区）

�定２０人（抽選） �料１０，０００円 �申８月
５日	まで

◇ ◇

�対求職中またはスキルアップをめ
ざす市内在住のひとり親家庭の母・

父または寡婦 ※２歳～就学前幼児

の保育あり。 �申基本事項（８面に
掲載）と職業、受講動機、以前受講

した方はその講座名、保育の要否を

各申込期限（消印有効）までに往復

ハガキで

�申�問〒５４０―００１２大阪市中央区谷町
５―４―１３ 母子家庭等就業・自立支援セ

ンター ０６（６７６２）９４９８、�０６（６７６２）
３７９６

�問子ども家庭課 ０６（４３０９）３１９４、

�０６（４３０９）３８１７

角田総合老人センターの教室

【地域安心生活サポーター養成講
座】
日常生活の困りごとを手伝う援助

者の養成講座です。 �時８月３日�
９時～１２時 �所総合福祉センター内
高井田老人センター �対市内在住・
在勤（いずれか）の方 �申７月３１日
�まで
【認知症サポータースキルアップ
講座】
�時�所�８月３日�・３１日�、９月
７日��総合福祉センター内高井田
老人センター �９月１４日��角田
総合老人センター ☆いずれも１３時

３０分～１５時３０分で計４日間 �対認知
症サポーター養成講座を修了してい

る方で、全日程受講でき、ボランテ

ィアとして活動できる方 �申７月２４
日�まで

◇ ◇

�定各３０人（申込先着順） �申基本
事項（８面に掲載）と市外在住の方

は勤務先・住所を各申込期限までに

電話またはファクスで

�申�問角田総合老人センター ０７２

（９６２）８０１１、�０７２（９６３）２０２０

第５回まちづくり意見交換会を

表のとおり開催します。今回は、

第１回から第４回までの意見交換

会で話し合われた内容をテーブル

ごとに発表し、参加者による投票

で、地域にいま必要な活動を決定

します。

これまで参加したことがない方

でも、発表会の内

容を聞けば議論の

過程と地域の現状

を知ることができ

ます。また、住ん

でいる地域に限ら

ず、どなたでも、

興味がある地域の

まちづくり意見交

換会に参加できます。ぜひ、ご参

加ください。

�申申込書を各開催日の３日前（必
着）までに郵送（ファクス、Ｅメ

ールも可） ※市ウェブサイト、

下のコードからも申込み可。これ

までの意見交換会の内容や今後の

スケジュールなど詳しくは市ウェ

ブサイトをご覧ください。

�申�問〒５７７―８５２１市役所市民協働
室 ０６（４３０９）３３１９、�０６（４３０９）
３８１２、�machikai@city.higashi
osaka.lg.jp
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はすの広場（近江堂）７月２８日
Ｇ地域
夢広場（布施駅前）７月２１日
Ｆ地域
ももの広場（楠根）７月２４日�Ｅ地域
くすのきプラザ（若江岩田駅前）７月２３日�Ｄ地域
グリーンパル（中鴻池）７月２７日�Ｃ地域
やまなみプラザ（四条）７月３１日�Ｂ地域
ゆうゆうプラザ（日下）７月３０日�Ａ地域

と こ ろと き

第５回まちづくり意見交換会の日程☆いずれも１９時～２１時

こ
ち
ら
か
ら
も
申

込
み
で
き
ま
す

参参加加者者募募集集

ままちちづづくくりり意意見見交交換換会会

司馬�太郎記念館を中心とした
小阪・八戸の里周辺を撮影した未

来へ残したい街の写真展を開催し

ます。この地域に在住の方や通勤

・通学している高校生から高齢者

までの方が撮影した約６０点の写真

を展示します。その人ならではの

視点と、街への想いが伝わる作品

展です。 �時７月２４日�～２６日�

１０時～１７時 ※２６日は１６時まで。

２５日�１１時から優秀作品の表彰式
を行います。 �所ユトリート東大
阪

�問�司馬�太郎記念館内小阪・
八戸の里街なみ会議 ０６（６７２６）

３８６０、�０６（６７２６）３８５６ �文化国
際課 ０６（４３０９）３１５５、�０６（４３０９）
３８２３
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わが街の記憶～小阪・八戸の里
「残そう、わが街」写真展

ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪（１１） 平成２７年７月１５日
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出展費用を助成します
モノづくり国内展示会など

展
示
会
の
風
景

高付加価値製品などを製造する企業の販

路拡大を支援するため、国内展示会などへ

の出展費用を助成します。

�対市内に生産拠点や研究開発拠点がある
中小企業者など 助成金額 出展小間料の

２分の１以内（上限２０万円） �申申請書と
必要書類を８月１４日�（必着）までに郵送
または直接

�申�問〒５７７―００１１荒本北１―４―１７（公財）市
産業創造勤労者支援機構 ０６（４３０９）２３０１、

�０６（４３０９）２３０３
�問モノづくり支援室 ０６（４３０９）３１７７、�

０６（４３０９）３８４６
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５
月
に
行
わ
れ
た
体

操
Ｎ
Ｈ
Ｋ
杯
個
人
総
合

で
初
優
勝
を
果
た
し
、今

年
１０
月
に
イ
ギ
リ
ス
グ

ラ
ス
ゴ
ー
で
行
わ
れ
る

世
界
選
手
権
の
出
場
が

決
ま
っ
て
い
る
本
市
出

身
の
杉
原
愛
子
さ
ん（
梅

花
高
校
１
年
・
写
真
�
）

が
こ
の
ほ
ど
、野
田
市
長

を
表
敬
訪
問
し
ま
し
た
。

体
操
を
し
て
い
た
姉

の
姿
を
見
て
４
歳
で
体

操
を
始
め
た
杉
原
さ
ん

は
、
現
在
も
学
校
に
通

い
な
が
ら
毎
日
４
時
間

以
上
の
練
習
に
励
ん
で

い
ま
す
。
練
習
場
へ
の

行
き
帰
り
の
車
で
食
事

と
宿
題
を
済
ま
せ
る
ほ

ど
の
忙
し
さ
で
す
が
、

学
校
生
活
や
趣
味
の
音

楽
鑑
賞
を
楽
し
ん
で
い

る
と
笑
顔
で
話
し
ま
す
。

「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
杯
で
は
特

に
点
数
を
気
に
せ
ず
演

技
が
で
き
ま
し
た
。
優

勝
で
き
た
の
は
、
先
生

や
家
族
、
ま
わ
り
の
サ

ポ
ー
ト
の
お
か
げ
で
す
」

と
杉
原
さ
ん
が
話
す
と
、

野
田
市
長
は
「
世
界
の

舞
台
へ
行
け
る
ほ
ど
の

努
力
が
で
き
る
の
は
す

ご
い
こ
と
。
ま
わ
り
の

期
待
が
大
き
く
大
変
だ

と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ

を
力
に
変
え
て
次
も
が

ん
ば
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
激
励
し
ま
し
た
。
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ご注意ください

振り込め詐欺＆個人情報の詐取

年金情報の流出を口実にした振り込め詐

欺や個人情報の詐取を狙った事案が発生し

ています。年金情報が流出した事案に関し

て、次のようなことはありません。怪しい

と思ったら、ご連絡ください。

�日本年金機構や年金事務所からお客様
に電話すること

�日本年金機構からお客様にお金を要求
すること

�日本年金機構がお客様にＡＴＭの操作
をお願いすること

�お客様の個人情報（家族構成など）を
確認すること

�問�日本年金機構専用電話窓口（コール
センター） ０１２０―８１８２１１（受付時間８時３０

分～２１時） �警察相談専用電話 ♯９１１０

�国民年金課 ０６（４３０９）３１６５、�０６（４３０９）
３８０５
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みどりの景観まちづくりコンテスト

公共的な場所や道行く人々の目にふれること

ができる場所で取り組まれている緑化活動を対

象にコンテストを開催します。「個人住宅」や「事

業所」など４部門で実施し、各部門入賞作品（１

作品）を決定し、賞状と記念品を贈呈します。

�対市内で活動している団体・グループ・事業所
・個人 ※現地審査あり。 �申応募用紙に現況
写真または活動状況が分かる写真を添付して８

月１４日�（消印有効）までに郵送または直接 ※

応募用紙は市ウェブサイトからダウンロード可。

�申�問みどり景観課

募集します�みどりの写真

みどりの美しさや大切さ、みどりと人とのふ

れあいなどをテーマに写真を募集します。 �対
市内在住・在勤・在学（いずれか）の方 規格
Ａ４サイズまたは４つ切り �申作品の裏面にタ
イトルと基本事項（８面に掲載）、職業（学校名）

を書いて８月３１日�（必着）までに郵送 ※作品

の版権は市に帰属し、作品は返却しません。入

選者は１０月初旬までに通知したうえ、賞状と記

念品を贈呈。１０月開催の東大阪グリーンフェス

タで作品を展示します。

�申�問みどり景観課

わだい

み
ど
り

花花花

みみ
どど
りり

彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩
りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり

と

で
まま
ちち
に

を

花
づ
く
り
学
習
会
に
ご
参
加
を

種
か
ら
花
を
育
て
る
技

術
を
習
得
し
、
市
内
の
公

道
な
ど
か
ら
多
く
の
人
が

観
賞
で
き
る
場
所
に
グ
ル

ー
プ
で
花
を
飾
っ
て
み
ま

せ
ん
か
。

�対
自
治
会
、
地
域
緑
化

団
体
、
公
園
愛
護
会
な
ど

の
緑
化
グ
ル
ー
プ

�定
２０
組
（
抽
選
）

支
給
内
容

花
の
種
・

土
、
プ
ラ
ン
タ
ー
、
ジ
ョ

ウ
ロ
な
ど

※
申
請
に
は
活
動
計
画

書
、
完
了
時
に
は
活
動
報

告
書
（
写
真
添
付
）
の
提

出
が
必
要
で
す
。
９
月
４

日
�
１０
時
か
ら
花
園
中
央

公
園
で
開
催
す
る
講
習
会

に
、
各
グ
ル
ー
プ
に
つ
き

１
人
が
出
席
し
て
く
だ
さ

い
。�申

申
請
書
類
を
８
月
１４

日
�
（
必
着
）
ま
で
に
郵

送
ま
た
は
直
接

記
念
樹
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

新
築
や
結
婚
な
ど
の
記

念
に
苗
木
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

し
ま
す
。

�対
平
成
２６
年
９
月
１
日

〜
平
成
２７
年
８
月
３１
日
に
、

出
生
、
入
学
（
小
・
中
学

校
）、
新
成
人
、
新
居（
転

入
、
転
居
、
新
築
、
増
改

築
）、
結
婚
（
成
婚
）、
銀

婚
、
金
婚
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
婚
の
記
念
日
が
あ
る
方

樹
木
の
種
類

ク
ス
ノ

キ
、
キ
ン
モ
ク
セ
イ
、
ゲ

ッ
ケ
イ
ジ
ュ
、ア
ジ
サ
イ
、

ク
チ
ナ
シ
、
ゴ
ー
ル
ド
ク

レ
ス
ト
、
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
、

ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
、
イ
ロ

ハ
モ
ミ
ジ

※
高
さ
３０
�
〜
１
ｍ
。

配
付
は
１
世
帯
に
つ
き
１

本
（
出
生
、
入
学
、
新
成

人
は
１
人
１
本
）。
１０
月
２５

日
�
に
花
園
中
央
公
園
で

配
付
し
ま
す
。

�申
基
本
事
項
（
８
面
に

掲
載
）と
記
念
日
の
種
別
、

記
念
日
、
出
生
・
入
学
の

場
合
は
保
護
者
名
（
返
信

用
に
も
）、希
望
の
苗
木
名

を
８
月
３１
日
�
（
消
印
有

効
）
ま
で
に
往
復
ハ
ガ
キ

で
（
１
枚
に
１
本
の
み
）

緑
化
樹
を
配
付

自
治
会
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
地

域
の
皆
さ
ん
が
協
同
で
地

域
緑
化
を
行
う
場
合
に
、

樹
木
を
配
付
し
ま
す
。

樹
木
の
種
類

キ
ン
モ

ク
セ
イ
、
サ
ザ
ン
カ
、
セ

イ
ヨ
ウ
カ
ナ
メ
（
レ
ッ
ド

ロ
ビ
ン
）、
ヤ
マ
モ
モ
、
イ

ロ
ハ
モ
ミ
ジ
、
コ
ブ
シ
、

サ
ル
ス
ベ
リ
、
ソ
メ
イ
ヨ

シ
ノ
、
ハ
ク
モ
ク
レ
ン
、

ハ
ナ
ミ
ズ
キ
、
ヤ
マ
ザ
ク

ラ
※
高
さ
１
・
８
ｍ
程
度
。

１
件
に
つ
き
１０
本
以
上
の

申
請
が
必
要
。
配
付
本
数

に
限
り
あ
り
。
配
付
は
来

年
２
月
〜
３
月
を
予
定
。

�申
申
請
書
を
８
月
２８
日

�
（
必
着
）
ま
で
に
郵
送

ま
た
は
直
接

◇

◇

詳
し
く
は
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
く
か

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

�申
�問
▽
花
づ
く
り
学
習

会
、
緑
化
樹
配
付
�
〒
５７７

―

８
５
２
１
市
役
所
み
ど
り

景
観
課

０
６
（
４
３

０
９
）３
２
２
７
、�
０
６

（
４
３
０
９
）３
８
３
１

▽
記
念
樹
プ
レ
ゼ
ン
ト
�

〒
５７８
―

０
９
２
１
水
走
４
―

１
―

２９

（
公
財
）
市
公
園

環
境
協
会

０
７
２
（
９

７
４
）７
２
２
９
、�
０
７

２
（
９
６
１
）
２
９
１
１

体
操
Ｎ
Ｈ
Ｋ
杯
初
優
勝
で
世
界
選
手
権
へ

杉
原
愛
子
さ
ん
が
表
敬
訪
問

東 大 阪 市 政 だ よ り （１２）平成２７年７月１５日

古紙配合率７０％再生紙を使用しています


